
Tattvasam. graha 及び Tattvasam. grahapañjikā

第 18章「推理の考察 (Anumānapar̄ıks.ā)」

和訳と訳注 (1)

志 賀 浄 邦

I.　はじめに

本稿は，Tattvasam. graha (以下 TS) とその注釈 Tattvasam. grahapañjikā (以下 TSP) 第 18
章「推理の考察 (Anumānapar̄ıks.ā)」の和訳研究である。同章の先行研究としては，1939 年に
Arnold Kunst 氏によって発表された独訳と TS の校訂テキスト (Kunst[1939])(1)が挙げられ
るが，それ以降，同章の本格的な翻訳研究は存在しない(2)。Kunst 氏によるこの研究成果は，
周辺資料の乏しい当時の業績としては非常に精度の高いものであるが，(1) Swami Dwarikadas
Shastri 氏による刊本 (=S) の出版前であったこと，(2) 写本 (=J) を使用していないこと，(3)
Dignāga, Dharmak̄ırti およびその注釈者たちの多くの著作が未出版であったこと，(4) Kunst
氏の業績以後著しい発展を遂げた仏教論理学関連の研究成果が反映されていないこと，などの点
から全体的に情報不足であることは否めない。
本稿の目的は，Jaisalmer 写本をはじめ Kunst 氏が参照していない諸資料を使用することに
よって彼の業績を批判的に検討し，TS(P)「推理の考察」章のより正確な読み・解釈を提示する

(1)Kunst 氏による TS の校訂テキストは，K のみを参照したものであり，これには TS のチベット訳テキスト

(デルゲ版・北京版・ナルタン版参照) も含まれる。またその後同氏によって，TSP 部分のみのチベット訳テキスト

(Kunst[1947])が出版された。これもデルゲ版・北京版・ナルタン版を参照している。

(2)今回翻訳を行う箇所 (TS 1361-1417)に関しては，他に以下の先行研究を挙げることができる。

・Mookerjee[1935: 378-400] (TS 1363-1417の内容概説)

・Mimaki[1976: 53 with n.207f] (TS 1366-1368, 1378, 1385 の仏訳)

・宇野 [1980: 8ff] (TS 1363-1378の和訳)

・Balcerowicz[2003: 343f] (TS 1363-1378の英訳)

・Steinkellner[2004: 188] (TS 1364の一部の読みの訂正と英訳)

その他，御牧 [1986: 236ff], Battacharya[1986: 94 with n.44f], Kajiyama[1999: 34f]にも内容の解説がある。

2009 copyright Association for the Study of Indian Philosophy



TSP「推理の考察 (Anumānapar̄ıks.ā)」和訳と訳注 (1) 119

ことにある。同章 (vv. 1361-1485)中，今回訳出する箇所 (vv. 1361-1417)の主題は，証因の一
条件を主張するジャイナ教徒と三条件を擁護しようとする仏教徒の論争である。この論争の様相
とその思想史的意義についてはすでに他稿において論じた(3)ためここでは詳説しないが，この
部分が TS(P)「推理の考察」章全体の半分近くを占めていることからも，ジャイナ教徒による
この主張が当時の仏教論理学者たちにいかに大きなインパクトを与えたかが伺える。対論者であ
るそのジャイナ教徒とは，ジャイナ論理学の創始者とも目される Pātrasvāminという人物であ
る(4)。彼の著作は現存しないため，断片を収集し著作を再構成する以外に彼の思想を知る手段は
ないが，その主要な断片回収元がこれから訳出する TS(P)「推理の考察」章である。そのため，
本章はジャイナ論理学史を考察する上でも必要不可欠な資料であるといえる。ジャイナ教諸論書
から得られる情報を訳注に反映させること，またジャイナ論理学の観点から「推理の考察」章の
テキストを読むことも，本稿の目的の一つとしたい。

II.　翻訳にあたって

(a) 和訳・訳注の中で使用する一般的記号・略号

[...]　　　 訳・解釈を補足する際に使用
(...)　　　言い換えおよび対応する原語を表示する際に使用
＜...＞　　術語の明示および特定の語句の強調の際に使用
J　　　　 TS/TSP Jaisalmer写本(5)

K　　　　 E. Krishnamacharya氏による TS(P)刊本
S　　　　 S.D. Shastri氏による TS(P)刊本
Pā　　　 Sの脚注に見られる Pat.an(Pattan)写本の読み
Gā　　　 Sの脚注に見られる Gaekwad本 (=K)の読み
T　　　　チベット訳
D　　　　チベット大蔵経 sDe dge版
P　　　　チベット大蔵経北京版
Kunst　　 Kunst[1939]所収の TS校訂テキスト (独訳中の TSPの訂正も含む)
Kunst(T)　Kunst[1947]所収の TSPチベット訳テキスト
em.　　　 emendation
n.e.　　　 no equivalent
om.　　　 omitted
Skt.　　　 Sanskrit
Ce　　　 citatum ex alio (別のテキストからの明示的引用)
Ce’　　　 citatum ex alio usus secundar̄ı
　　　　　 (二次的に使用される別のテキストからの引用)

(3)志賀 [2003]参照。

(4)志賀 [2003], [2005: 54-57]参照。

(5)この写本の由来，写本の状態等についての詳細は，Funayama[1992: 51, n.26]を参照のこと。
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Ce’e　　 citatum ex alio usus secundar̄ı modo edendi
　　　　　 (差異を伴って二次的に使用される別のテキストからの引用)
Pv　　　 textus parallelus variatus
　　　　　 (同著者の別のテキストにおける差異を伴った平行箇所)
Re　　　 relatum ex alio (先行する別のテキストから伝えられた内容)(6)

(b) 訳出の際の基本方針

1. 太字は，TS本文と TSP中の prat̄ıka を示す。

2. TSの偈番号，また本文・脚注において TSPを言及する際，便宜上ページ数・行数の表示は
Sに従う。(7)

3. 訳出順序について：原則として TSの偈の間に対応する TSPを挿入する形，すなわち Kの
スタイルに従うが，必要に応じて修正を施す。

4. Kunst氏の読み・解釈との異同がある場合，訳注においてそれを明示する。

5. TS(P)チベット訳の扱い:　 Kunst[1939: VIII], Funayama[1992: 52]も指摘しているよ
うに，TSPのチベット訳は全体を通じて非常に正確であるため，テキストを訂正する際の第
一の根拠としても採用する。一方，TSのチベット訳は，原文に忠実でない他，誤読も含む
ため訂正の際の第一の根拠とはしない。ただし TSP中の prat̄ıka は TS本文の訂正にも利
用する。

6. Kunst, K, Sにはない Jによる新たな読み，および訳者の提案する新たな訂正については，
特に下線を付して明示する。(8)

(c) 今回訳出する箇所の各資料の位置

1. TS 1361–1417

• (Skt.) K 1362-1418; S 1361-1417; J69a2-71b4; Kunst[1939: 7-53].

(6)Ce, Ce’, Ce’e, Pv, Reそれぞれの記号についての詳細な説明については，Steinkellner[1988], Steinkell-

ner/Krasser[1989: 10-13], Krasser[1991: 8-10], Steinkellner/Krasser/Lasic[2005: lii-liv] を参照のこ

と。

(7)K と Sで偈の通し番号が異なるのは，TS 526 をカウントしているかどうかに起因している。Kは，写本には存在

しない TS 526を TSPによって本来は存在していたと仮定し，TS 526を通し番号としてカウントする。一方，新たな

写本を確認した Sは，これを誤りと考え通し番号としてはカウントしない。なお，Kが TS 526が本来は存在したとい

う根拠とする TSPの “athavā bhāva ityādi”という記述は実際には TS 525cに対応するため，TS 526が存在したと

する根拠としては弱い。また，チベット訳を含め TS 526に対応すると思われる TSPも存在しないため，現在までのと

ころ Sの偈番号の方を正しいと考えるのが妥当である。Steinkellner/Much[1995: 56]も参照のこと。

(8)その他，TS(P)の校訂・翻訳の際の方法論については Funayama[1992: 50-52]も参照のこと。
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• (Tib.) Kunst[1939: 7-53] (D4266, vol. 18, ze, 50a5-52a6; P5764, vol. 138, ’e,
61a9-63b6); C vol. 112, ze, 50a3-52a3; G, vol. 89, ’e, 63b3-66a5.

2. TSP ad TS 1361-1417

• (Skt.) K404,13-416,17; S494,22-509,10; J162a8-165b6.
• (Tib.) Kunst(T) 166,3-184,14 (D4267, vol. 19, ’e, 24a4-30b4; P5765, vol. 139, ye,

52a5-59b7); C vol. 113, ’e, 28a2-36b5; G vol.90, ye, 56b6-66a3.

(d) TS(P)「推理の考察」章 (vv. 1361-1417)シノプシス

1. 仏教徒による二種の推理の定義 (vv. 1361-1362)
2. Pātrasvāminの証因の一条件 (vv. 1363-1378)
2.1. 一般的概説 (vv. 1363-1369)
2.2. 一条件のみを備えた証因の有効性 (v. 1370)
2.3. 二つの条件をもつ証因 (vv. 1371-1377)
2.3.1. 第二条件を満たさない証因 (1) (vv. 1371-1373)
2.3.2. 第三条件を満たさない証因 (vv. 1374-1375)
2.3.3. 第二条件を満たさない証因 (2) (v. 1376)
2.3.4. 主題所属性を満たさない証因 (v. 1377)
2.4. 総括 (v. 1378)
3. 仏教徒による批判 (vv. 1379-1417)
3.1. anyathānupapattiはどこで把握されるのか？ (vv. 1379-1388)
3.1.1. 第一の選言支の否定 (vv. 1380-1384)
3.1.2. 第二の選言支の否定 (vv. 1385-1387)
2.1.3. 第三の選言支の否定 (v. 1388)
3.2. Pātrasvāminによって提示された推論式に対する批判 (vv. 1389-1411)
3.2.1. 一条件のみを備えた証因 (v. 1370)に対する批判 (vv. 1389-1393)
3.2.2. 第二条件を満たさない証因 (1) (vv. 1371-1373)に対する批判 (vv. 1394-1401)
3.2.3. 第三条件を満たさない証因 (vv. 1374-1375)に対する批判 (vv. 1402-1404)
3.2.4. 第二条件を満たさない証因 (2) (v. 1376)に対する批判 (vv. 1405-1407)
3.2.5. 主題所属性を満たさない証因 (v. 1377)に対する批判 (vv. 1408-1411)
3.3. 結論 (vv. 1412-1414)
3.4. 「彼は浅黒い。かの人の息子であるから」という推論式に対する批判 (vv. 1415-1417)
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III.　 TS/TSP「推理の考察」章和訳 (vv. 1361-1417)

1. 仏教徒による二種の推理の定義

(J162a8; K404,13; S494,22; Kunst(T) 166,3 [D24a4; P52a5])
[Śāntaraks.itaは]，これから推理の定義を述べる。「svapara-」云々と。

(J69a2; D50a5; P61a8)
一方，推理は自分のための [推理]と他者のための [推理]という区別によって二種であると
認められる。自分のための [推理]とは，三条件をもつ証相にもとづいて推理されるべき対象
を認識することである。
svaparārthavibhāgena tv anumānam. dvidhes.yate /
svārtham. trirūpato(9) liṅgād anumeyārthadarśanam(10) //TS 1361//

推理は，自分のための [推理]と他者のための [推理]という区別によって二種類である。その
うち，自分のための [推理]とは，三条件を備えた証相にもとづく，つまり (1)主題所属性，(2)
同類群に存在すること，(3)異類群全体から排除されていること，というこのような条件をもつ
[証相]にもとづく，推理されるべき対象を対象領域とする知識，その [ような知識]を本質とする
ものであると理解されるべきである。(1361)

(J69a2; D50a6; P61a8)
一方，他者のための [推理]とは，三条件をもつ証相を陳述することであると述べられる。そ
れ故，[三条件のうち]いずれか一つまたはいずれか二つの条件 [のみ]をもつものは疑似的証
相であると考えられる。
trirūpaliṅgavacanam.

(11) parārtham.
(12) punar ucyate(13) /

ekaikadvidvirūpo ’rtho liṅgābhāsas tato matah.
(14) //TS 1362//

(9)trirūpato KS : rūpato J

(10)Ce’e PS 2.1a’b: svārtham. trirūpāl liṅgato ’rthadr
˚
k / (=PVin 2.1a’b; SVR 23,9, 12f)

cf. NP 7,14f: anumānam. liṅgād arthadarśanam. liṅgam. punas trirūpam uktam.

cf. NB 2.1-3: anumānam. dvidhā. svārtham. parārtham. ca. tatra svārtham. trirūpāl liṅgād yad anumeye

jñānam. tad anumānam.

(11)-vacanam. JK : -vadanam. (sic) S

(12)Ce’e NB 3.1: trirūpaliṅgākhyānam. parārthānumānam.

cf. PS 3.1cd: tatrānumeyārthanirdeśo hetvarthavis.ayo matah. // (=PVA 488,5; PVV 314,22)

(13)ucyate JK : ujyate (sic) S

(14)Ce’e PS 2.6cd (北川 [1965: 456])

(K) P111b3f: tshul ni re re’am gnyis gynis kyi // rtags ni don gyi don byed min //

(V) D29b1; P30a7: tshul re re dang gnyis gnyis pa // rtags don min par don gyis byas //
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(J162b1; K404,20; S495,8; Kunst(T) 166,10 [D24a5; P52a7])
一方，他者のための [推理]とは，すでに述べた通りの三条件をもつ証相を明示する (prakāśaka)
陳述を本質とするものである(15)と見なされるべきである。[問:] 「疑似的推理の(16)定義は述べ
られないのか(17)」というので，「ekaika-」云々と答える。 [推論式:]「音声は恒常なものであ
る(18)。(a)作られたものであるから，(b)形態をもつから，(c)認識されえないから(19)」という
[推論式において，三つの証因]は，[三条件のうち]いずれか一つの条件をもつ。なぜなら，順次
[(a)には]主題所属性(20)のみ，[(b)には]同類群に存在することのみ，[(c)には]異類群から排除
されることのみが存在するからである。そのうち (＝疑似的証因のうち)，いずれか二つの条件
をもつ [証因]とは，例えば，[推論式:] 「音声は無常なものである(21)。(A)眼で見られるから，
(B)耳で聞こえるから，(C)形態をもたないから」といったものである。[これら三つの証因には
三条件のうち]，順次，[(A)には]主題所属性のみ，[(B)には]同類群に存在することのみ，[(C)
には]異類群から排除されることのみが存在しないからである。(22)　そのことは [PSにおいても

cf. NB 3.109: evam es.ām. trayān. ām. rūpān. ām ekaikasya dvayor dvayor vā rūpayor asiddhau sandehe vā

yathāyogam asiddhaviruddhānaikāntikās trayo hetvābhāsāh. .「このように，これら [証因の]三つの条件のうちで，

いずれか一つあるいはいずれか二つが成立しない場合，あるいは疑わしい場合，それぞれ [の場合]に応じて，不成立，矛

盾，不確定という三種の疑似的証因となる。」

(15)Ce’e PS 3.1ab: parārthānumānam. tu svadr
˚
s.t.ārthaprakāśanam / (=PVA 467,5; PVV 309,9f)

(16)athānumānābhāsasya JK (cf. rjes su dpag pa ltar snang ba’i T) : athānumānābhāvasya S

(17)cf. Kunst[1939: 8]: “... wie ist die Definition des Schein-hetu?”

(18)Kunst[1939: 8]: “der Ton ist vergänglich ...” は後の推論式との単なる取り違えと思われる。

(19)cf. gzhal bya yin pa’i phyir T (=*prameyatvāt)

(20)paks.adharmatva- JS (phyogs kyi chos nyid T) : paks.asattva- K

(21)Kunst[1939: 9]: “der Ton is unvergänglich ...” は上の推論式との単なる取り違えと思われる。

(22)cf. PSV (北川 [1965: 456f])

(K) P111b4-7: de la tshul re re’i ni gang rjes su dpag pa kho na la yod gyi / de gang mtshungs pa la med

la / de med pa la med pa ma yin pa dang / de dang mtshungs pa la yod gyi / rjes su dpag par byas la med

la / de med pa la med pa’ang ma yin pa dang / de med pa la med gyi / rjes su dpag par bya ba la med la

de dang mtshungs par bya ba la’ang med pa’o // tshul gnyis gnyis ni / dper na rjes su dpag par bya ba la

yod la / de la mthun pa la yod la / de med pa la med pa ma yin pa dang / rjes su dpag par bya ba la yod

la / de med pa la med cing / de dang mtshungs pa la med pa dang / de dang mthun pa la yod la / de med

pa la med cing / rjes su dpag par bya ba la med pa ste / gtan tshigs ltar snang ba drug po ’di shugs kyis

dgag par rigs par bya’o //

(V) D29b1-4; P30a7-30b3: de la tshul re re ba ni gang rjes su dpag par bya ba la yod do // de dang mthun

pa la ni med // de med pa la ni med pa ma yin pa dang / de dang mthun pa la yod / rjes su dpag par bya

ba la ni med / de med pa la ni sems med pa ma yin pa dang / de med pa la med / rjes su dpag par bya

ba la yang med / de dang mthun pa la yang med pa’o // tshul gnyis gnyis pa ni ’di ltar rjes su dpag par

bya ba la yod / de dang mthun pa la yang yod / de med pa la yang med pa ma yin pa dang / rjes su dpag

par bya ba la yod do // de med pa la med / de dang mthun pa la yang yod pa ma yin pa dang / de dang

mthun pa la yod / de med pa la med / rjes su dpag par bya ba la yang med pa’o zhes bya ba de dag gis ni

2009 copyright Association for the Study of Indian Philosophy



124 インド学チベット学研究 11

以下のように]述べられている。

「音声は恒常なものである。作られたものであるから，形態をもつから，認識されえないか
ら。[音声は]無常なものである。形態をもたないから，耳で聞こえるから，眼で見られるか
ら」(23)

と。(1362)

2. Pātrasvāminの証因の一条件

2.1. 一般的概説

(J162b2; K405,1; S495,22; Kunst(T) 167,2 [D24b2; P52b3])
[Śāntaraks.itaは]「anyathā-」云々ということによって，Pātrasvāmin(24)の見解を予期する。

rtags ltar snang ba rnam pa drug tu bsgrubs par don gyis go bar rig par bya’o //

北川 [1965: 102]も参照のこと。

(23)Ce PS 2.7 (北川 [1965: 457])

(K) P111b7f: byas phyir sgra ni rtag pa dang // lus can phyir dang gzhan min phyir //

lus min phyir dang mnyan bya las // mi rtag mig gi gzung bya’i phyir //

(V) D29b4f; P30b3: sgra rtag byas pa’i phyir lus can // phyir dang gzhal bya min phyir ro //

lus can min phyir mnyan bya’i phyir // mig gis gzung ba’i[bya’i P] phyir mi rtag //

(24)ジャイナ教徒の Pātrasvāminという人物とその年代についての詳細は，志賀 [2003: 61ff with n.8-33]，TSP(K)

intro, XCI-XCII, SVin, intro. 36; 71f を参照のこと。ここでは，Pātrasvāmin について現在までに判明している主

な点をまとめておく。

(1) 呼称について

彼は，Pātrasvāmin の他，Pātrakesarin，Pātrakesarisvāmin という名でも呼ばれていた。(SVinT. 371,19:

svāminah. pātrakesarinah. . NVinVi 2.177,20f: ... devyā padmāvatyā Pātrakesarisvāmine samarpitam any-

athānupapattivārttikam. tad āha.)

(2) 著作について

彼は，Trilaks.an. akadarthana(『三条件の無効性』) という論理学書を著したと伝えられている。(SVinT.

371,19-372,1: tena tadvis.aya-Trilaks.an. akadarthanam uttarabhās.yam. yatah. kr
˚
tam. NVinVi 2.234,26f:

Trilaks.an. akadarthane vā śāstre vistaren. a śr̄ı-Pātrakesarisvāminā pratipādanāt.)

(3) 年代について

(a) Nyāyāvatāra の作者 Siddhasena は，NA 22ab において，証因一条件説を主張した者として先行するジャイナ論

理学者をほのめかしている。このことから，Pātrasvāminは Siddhasenaに先行するジャイナ論理学の祖師の一人だっ

たのではないかと推測できる。(Balcerowicz[2001: intro. xxx-xxxi; 242f, n.444]参照)

(b) 以下の NVinViの記述によると，Pātrasvāminは，証因の三条件のみならず三種の証因に対しても批判を行ったと

されることから，Dharmak̄ırti以後に活躍した，あるいは少なくとも Dharmak̄ırtiの見解を知っていたと考えられる。

NVinVi 2.198,29f: tad evam unnāmāder akāryasvabhāvasyāpi liṅgatvopapādanena traividhyaniyamam.

pratis.idhya Pātrakesarisvāmināpi tanniyamah. pratis.iddha iti darśayam. s tadvacanam āha: upalabdheś ca

hetutvād antarbhāvāt svabhāvatah. /

2009 copyright Association for the Study of Indian Philosophy



TSP「推理の考察 (Anumānapar̄ıks.ā)」和訳と訳注 (1) 125

(J69a3; D50a7; P61b1)
[Pātrasvāmin:] [ある証因に，所証が成立する以外の] ＜他のあり方では成立しえないこ
と＞ [という条件]が存在する場合，[その証因は]正しい証因であると見なされる。[ある証
因に，＜他のあり方では成立しえないこと＞という条件が] 存在しない場合，[その証因が]
三つの要素をもつとしても [それは正しい証因では] ない。それ故，三つの条件をもつ諸々
[の証因]は[所証の立証に対して]無能である。(25)

anyathānupapannatve(26) nanu dr
˚
s.t.ā suhetutā /

nāsati tryam. śakasyāpi tasmāt kl̄ıbās trilaks.an. āh.
(27) //TS 1363//

実に，彼 (＝ Pātrasvāmin) は [以下のように] 述べる。「＜他のあり方では成立しえないこと
＞が [存在する]場合にのみ，証因は正しいが，三条件をもつ [証因]は [正しく]ない(28)。すなわ
ち，[証因に]＜他のあり方では成立しえないこと＞ [という条件]が存在しない場合，[例えば]か
の人の息子であるから(29)等 [の証因]は，三つの要素をもつとしても，正しい証因であるとは見
なされない。(30)　それ故，三条件をもつ諸々の証因は無能である，つまり [論証]能力をもたない

tayor anupalambhes.u niyamo na vyavasthitah. // (NVin 340 [=2.171cd-172ab])

「このようにして, [天秤の]上昇等，結果・本質のいずれでもないものも，[正しい]証相であることを証明することによっ

て，[証因を]三種に限定することを否定した後に，Pātrakesarisvāminによっても，[証因を]それ (＝三種)に制限する

ことが否定された，ということを示そうとして，[Akalaṅkaは]彼 (=Pātrakesarisvāmin)の言葉を述べる。

『[結果の証因等のみならず]認識もまた [正しい]証因であるから，それら二者 (＝結果・本質としての証因)は，本質的に

は (svabhāvatah. )諸々の非認識に含まれるので，[証因を三種に]制限することは確立されない。』」

(a), (b)より Pātrasvāminの年代は，Dharmak̄ırti (ca. 600-660)以後，Siddhasena, Śāntaraks.ita (ca. 725-788)

以前，つまり７世紀後半－８世紀前半頃と想定しうる。

(25)類似の内容の記述が NVinに見られる。

NVinVi 2.232,24f: samprati cirantanācāryānusmaran. ena pun.yātísayāvāptim abhisam. dadhānah. śr̄ımat-

Pātrakesarivacanena hetvābhāsānām upasam. hāram. darśayann āha:

anyathānupapannatvarahitā ye trilaks.an. āh. /

akim. citkārakān sarvān tān vayam. saṅgirāmahe // (NVin 370cd-371ab [=2.202 in NVinVi])

「今，古き先生方を想起することによって，福徳という特性の獲得を目指す者 (=Akalaṅka)は，吉祥なる Pātrakesarin

の言葉によって諸々の擬似的証因の総括を示そうとして述べる。『他のあり方では成立しえないことを欠く，三条件をも

つようなもの，それらは全て何も生み出さないものであると我々は認める。』」

(26)anyathānupapannatve JK : anyathānupapapannatve (sic) S

(27)trilaks.an. āh. KS : trilaks.an. ā J

(28)hetur na JK : hetu, nah. S

(29)この証因を含む推論式全体は「彼 [の肌の色]は浅黒い。かの人 (＝父親)の息子であるから。例えば，すでに見られ

た他の浅黒い [肌の息子]たちのように。(TS 1369参照)」といったものである。仏教側からの答論部分 (TS 1415-1417)

では，否定的遍充関係が疑わしく三種の証因のいずれにも当てはまらない誤った証因であるとして批判される。

(30)Pv NBPS D93b6; P115a6f: sNod kyi rje[rjes D] na re ni gzhan du mi ’thad pa’i ngo bo gcig pu kho

na gtan tshigs kyi[kyis D] rtogs par byed pa nyid kyi yan lag yin gyi / phyogs kyi chos la sogs pa’i mtshan

nyid kyi tshul gsum pa ni ma yin no // ’di ltar sngo bsangs yin te de’i bu yin pa’i phyir / de’i bu snang ba
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(aśakta(31))」と。[anyathānupapannatvaという語のうち]「他のあり方では」というのは，所
証なしには [ということで，全体で，所証なしには証因が] 成立しえないこと[となる]。つまり，
証因は所証 [存在する場合]にのみ存在する，という意味である。(1363)

(J162b3; K405,8; S495,22; Kunst(T) 167,12 [D24b4; P52b6])
「anyathā-」云々ということにより，[Pātrasvāminは]肯定的 [事例]と否定的 [事例]を示す
ことによって(32)(anvayavyatirekasam. darśanena)，＜他のあり方では成立しえないこと＞とい
う一条件のみをもつ(33)証因 [の正当性]を詳細に検証する。

(J69a3; D50a7; P61b2)
＜他のあり方では成立しえないこと＞ [という条件]を備えたものが [正しい]証因と認めら
れる。そのようなもの (＝証因)はただ一つの条件をもつ。あるいは，[その証因は]四つの
条件をもつ[かもしれないし]，そうではない (＝四つの条件をもたない)[かもしれない]。(34)

anyathānupapannatvam. yasyāsau hetur is.yate /(35)

bzhin[yin D] no zhes bya ba’i gtan tshigs ’di la tshul gsum pa yod kyang gzhan du mi ’thad pa nyid kyi yan

lag med pa’i phyir rtogs par byed pa nyid ma yin no //

「Pātrasvāmin (sNod kyi rje)は述べる。他のありかたでは成立しえないことという一条件のみが，証因が [所証を]知

らせるものとなるための要素 (yan lag, *aṅga)なのであって，主題 [所]属 [性]等と定義された三条件が [知らせるもの

となるための要素なのでは] ない。すなわち，「[彼は] 浅黒い。かの人の息子であるから。見られている彼の [他の] 息子

のように」という [推論式] におけるこの証因に三条件は存在するが，＜他のありかたでは成立しえないこと＞という要

素は存在しないので，[三条件をもつ証因は所証を]理解させるものではない。」

(31)aśaktāh. Kunst (cf. nus pa med pa yin no T) : asaktāh. JKS

(32)anvayavyatireka-をどう訳すかが問題となるが，後続する TS 1364 では特に肯定的遍充関係と否定的遍充関

係が述べられているわけではないので上のように訳出した。(cf. Kunst[1939: 12]: “... erörtert [Pātrasvāmin]

ausführlich an Hand der positiven und negativen Instanzen den hetu, ...”) 具体的に「肯定的事例」とは，証因

が三条件の全てあるいはそのうちのいずれかを満たしているかどうかには関係なく＜他のあり方では成立しえないこと

＞という一条件を満たしていれば正しいものとなる場合を指す。一方「否定的事例」とは，たとえ三条件を満たしていて

もこの一条件を満たしていない限りは正しい証因とはならない場合を指す。

(33)anyathānupapannatvam evaikalaks.an. am. JS (cf. gzhan du mi ’thad pa nyid ces bya ba’i gtan tshigs

mtshan nyid gcig pa nyid du ... T) : anyathānupapannatvaikalaks.an. am. K

(34)Steinkellner氏は c句 arthaśを arthācに訂正後，以下のような新たな訳を提案している。

Steinkellner[2004: 188]: “(We) hold a (correct) logical reason is that which is endowed with (the char-

acteristic of) ‘impossibility otherwise’. This (logical reason) has one characteristic [only]. [However] by

presumption it may [as well] have four characteristics, or not.”

(35)ab句は，HBTĀ 374,3にも引用される。
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ekalaks.an. akah. so ’rthaś(36) caturlaks.an. ako(37) na vā //TS 1364//

＜他のあり方では成立しえないこと＞というただ一つの条件が存在しているようなもの，そ
のようなものがただ一つの条件をもつ [もの]である(38)。そのようなもの (＝一条件をもつ証因)
のみが，世間一般の人々あるいは学者たちによって [正しい] 証因であると認められるのであっ
て，他のものは [正しい証因として認められ] ない。一方，論理的要請によって (arthāpattyā)，
主題所属性等の三つ [の条件]がまさしくこのこと (＝＜他のあり方では成立しえないこと＞とい
う一条件)によって暗示される(39)。従って，[証因が]四条件(40)をもつことさえあるかもしれな
い(41)。あるいは，四条件をもつことはない[かもしれない]。なぜなら，一条件，二条件，あるい
は三条件 [をもつ証因]であっても正しい場合があるからである。それ故(42)，＜他のあり方では
成立しえないこと＞が [証因の]ただ一つの条件である。それ (＝＜他のあり方では成立しえない
こと＞という条件)によって [証因が]一条件をもつと呼称される。[一方，証因が]＜他のあり方
では成立しえないこと＞ [という条件]と共に，＜同種類のものにおいて成立すること＞また＜異

(36)so ’rthaś JKS (cf. ’di ni mtshan nyid gcig pa’i don T) / PST. (so’ rthaś Skt., mtshan nyid gcig pa can

kho na yin pa de ni don T) : so ’rthāc (em. by Steinkellner[2004])

この偈は PST. 第二章 (PST. D81b6; P92a5f; Skt. B54a1) においても引用される。Steinkellner[2004] は，

Pātrasvāminの著作当時の本来のテキストとして，so ’rthāc [“This (logical reason) has ... [However] by presump-

tion ...”]という読みを提案している。訂正の根拠は，TSP 495,24-496,9: arthāpattyā tu paks.adharmatvāditrayam

anenaivāks.ipyata iti caturlaks.an. ako ’pi vā bhavatu. na vā caturlaks.an. ah. , yasmāt kvacid ekalaks.an. o

dvilaks.an. as trilaks.an. o ’pi vā nyāyyah. に見られる arthāpattyā という語である。しかしながら，この読みは J, K,

S, T, PST. [Skt., T] いずれの支持も得られないため，決定的な根拠のない現時点ではテキストの訂正は行わず，J, K,

S通りの読み (so ’rthaś)を保持することとする。なお，arthaという語が証因を指す例は，TS 1362においても見られ

る。

TS 1362cd: ekaikadvidvirūpo ’rtho liṅgābhāsas tato matah. //

(37)ここまでの部分は，PST.においても，Ahr̄ıka (’Dzem med pa,「恥のない者 [＝ジャイナ教徒に対する蔑称]」)の

説として引用される。ただし PST.のチベット訳者はこれを偈とは考えていなかったようである。PST. D81b6; P92a5f:

gang zhig gi rnam pa gzhan du mi ’thad pa nyid ’di gtan tshigs su ’dod de[te P] / mtshan nyid gcig pa can

kho na yin pa de ni don mtshan nyid bzhi can kho na’o zhes te / (Skt. B54a1: anyathānupapannatvam.

yasyāsau hetur is.yate. ekalaks.an. akah. so ’rthaś caturlaks.an. a eveti.) Steinkellner[2004: 186 with n.9] も参

照のこと。

(38)ekalaks.an. aka (TS 1364c)が Bahuvr̄ıhi-複合語であることの説明。

(39)cf. NBPS D49a3; P115b3f: phyogs kyi chos kyang gzhan du mi ’thad pa nyid kho na’i khongs su ’dus

pa’i phyir ro //

(40)「四条件」というのは，証因の三条件に「他のあり方では成立しえないこと」という条件を加えた四つを指す。

(41)Kunst 氏は，iti までの内容を別のある者の意見と解釈している。cf. Kunst[1939: 12]: “Würde nun jemand

behaupten, in ihm [obwohl er nur durch ein einziges Merkmal, nämlich die anyathānupapatti gekennzeich-

net ist] seien die drei Bedingungen, nämlich das paks.adharmatva usw., implicite ausgedrückt, dann wird

er zu einem indirekt (arthāpattyā) durch vier Merkmale gekennzeichneten (caturlaks.an. a) hetu [nämlich:

gekennzeichnet durch das anyathānupapannatva ＋ 3 Bedingungen].”

(42)tasmād KS (cf. ’di ltar T) : yasmād J
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種類のものから排除されること＞ [という二つの条件を満たす]と考えると，[証因は]二つの条件
をもつ。[証因が]＜他のあり方では成立しえないこと＞，＜同種類のものにおいて存在すること
＞，＜論証対象とは異類のものから排除されること＞という [条件を満たせば，証因は]三条件を
もつ。しかしながら，[証因が]主題所属性等の条件である三つの属性を(43)備えることにもとづ
いて，三条件をもつ証因が [正しいと]認められるわけではない。それ (＝三条件をもつ証因)は，
正しい知識 (samyagjñāna)に対する原因としては妥当でないからである(44)。(1364)

(J162b5; K405,20; S496,15; Kunst(T) 168,9 [D25a1; P53a4])
あるいはまた，[＜他のあり方では成立しえないこと＞が証因の三条件に比べて]最優位である
こと(45) から，＜他のあり方では成立しえないこと＞という名 (nāmadheya)によってのみ(46)，
[証因は]「一条件をもつもの」と呼称されるが，主題所属性等によって [「三条件をもつもの」と
呼称されること]はない。なぜならそれら (＝三条件)は，[一条件に比べて]優位でないから，あ
るいは何も生み出すことがない (akiñcitkara(47))からである。[Pātrasvāminは]，以上のことを
示そうとして「yathā」云々という。

(J69a4; D50b1; P61b3)
例えば世間において，[ある人が]三人の息子をもっている場合，その [うち]一人がよい息子
であるために，「一人の息子をもつ人」と呼ばれる。この場合も (＝証因の条件の場合も)ま
た同様であると見なされるべきである。
yathā loke triputrah. sann ekaputraka ucyate /
tasyaikasya suputratvāt(48) tathehāpi ca dr

˚
śyatām //TS 1365//

(J162b6; K405,24; S496,17; Kunst(T) 168,15 [D25a3; P53a6])

(43)-dharma- n.e. T

(44)hetutvānupapatteh. JK (rgyu nyid du mi ’thad T) : hetutvād upapatteh. S

cf. Kunst[1939: 13]: “Denn es kommt ihm nicht die Gültigkeit eines hetu zu, der zu einer wahren Erkenntnis

[führen könnte].”

(45)prādhānyaという表現は，この部分以外に TS 1378にも現れる。

TS 1378: tenaikalaks.an. o hetuh. prādhānyād gamako ’stu nah. /

paks.adharmādibhis tv anyaih. kim. vyarthaih. parikalpitaih. //

(46)cf. gzhan du mi ’thad pa nyid ces bya bas ... T

(47)ここで用いられている akiñcitkaraとは若干の相違があるかもしれないが，ジャイナ論理学ではこれを証因の誤りを

表現する語として用いる用法がある。Shah[1967: 272f]によれば，Akalaṅkaは，仏教徒によって述べられる asiddha,

viruddha, anaikāntika という三種の証因の誤りを理解する一方で，実際にはこの三つの誤りは akiñcitkara という一

つの誤りのうちの種別にすぎないと主張する。これは，証因一条件説と密接に関わっており，一条件を満たさない証因は

全て akiñcitkaraの誤りであると総称されるということになる。(NVin 2.370cd-371ab [=2.202 in NVinVi])

(48)tasyaikasya suputratvāt K/Kunst/S : tasyaikasuputratvāt J
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[反論:] 「[三条件をもつ証因には所証との] 不可離関係という結合関係 (avinābhāva-
sambandha)[があること(49)] から，三つの条件 [をもつ証因] のみが正しい証因である(50)こ
とは妥当である(51)」というので，[Pātrasvāminは]「avinā-」云々と答える。

(J69a4; D50b1; P61b3)
不可離関係という結合関係(52)は，三条件をもつ諸々の [証因]においては決して [認識され]
ない(53)。＜他のあり方ではありえないこと(54)＞というただ一つの要素をもつ諸々の証因
においてのみ [不可離関係という結合関係は]認識される(55)。
avinābhāvasambandhas(56) trirūpes.u na jātucit /
anyathāsambhavaikāṅgahetus.v evopalabhyate //TS 1366//

「anyathāsambhavaikāṅgahetu」(TS 1366c) [という複合語]は，あるもの X群にとって，
[それぞれの]ただ一つの要素が＜他のあり方ではありえないこと＞であるような，それら X群が
そのように述べられる。そしてそれら X 群が(57)そのような諸々の証因である[というように分
解される](58)。(1366)

(J162b6; K406,1; S496,20; Kunst(T) 168,22 [D25a4; P53a7])
「anyathā-」云々ということによって，[Pātrasvāminは]まさしくすでに述べられた意味内容
を総括する。

(49)T: med na mi ’byung ba’i ’brel pa yod pa’i phyirより。

(50)suhetutā JS (gtan tshigs bzang por T) : sahetutā K : hetutā Pā/Gā

(51)cf. Kunst[1939: 13]: “Die Gültigkeit des durch drei Merkmale gekennzeichneten Schlusses [wie ihn die

Buddhisten lehren] beruht [doch ebenfalls] auf der notwendigen Konkomitanz (avinābhāvasambandha).”

(52)cf. NVinVi 2.186,24f: sa prasiddhah. sa vā Pātrakesarisvāminā nirūpito ’vinābhāva eva sambandho

hetusādhyayor na tādātmyādis tasyāvyāpakatvāt.

「 それは，というのは確立されたもの，あるいはそれは，というのは Pātrakesarisvāmin によって説明されたもの [と

いう意味で，そのような]不可離関係こそが証因と所証の結合関係であり，同一性等は [証因と所証の結合関係とはいえ]

ない。それ (＝同一性等)は [あらゆる場合を]網羅するものではないから。」

(53)na om. J

(54)ここでは，anyathānupapannatvaではなく anyathāsambhavaという表現が用いられている。この表現は以下の

Akalaṅkaの記述中にも見られる。

PSam. 12: sambhavapratyayas tarkah. pratyaks.ānupalambhatah. /

anyathāsambhavāsiddher anavasthānumānatah. //12//

PSam. 46: anyathāsambhavāsiddhah. sādhanah. pratirūpakah. /

virodho ’kiñcitkaro jñātah. pratyekam iti saṅgrahah. //46//

(55)cf. Kunst[1939: 14]: “Mann stellt sie (=avinābhāvasambandha) fest nur in solchen hetus, ...”

(56)cf. med na mi ’byung ’brel pa’i phyir T

(57)te n.e. T

(58)cf. Kunst[1939: 14]. Kunst 氏はこの複合語を Tatpurus.a-複合語と解釈しているが，正確にいえば，any-

athāsambhavaikāṅga-までが Bahuvr̄ıhi-複合語であり，それが hetuを修飾していると理解すべきである。
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(J69a5; D50b2; P61b4)
＜他のあり方では成立しえないこと＞ [という一条件]を備えるもの，そのようなもののみが
[正しい]証因である。[類似性・非類似性にもとづく]二種の喩例はまた，存在するかもしれ
ないし，存在しないかもしれない。というのも，それら二つ [の喩例]は [所証の理解の]原
因ではないからである。
anyathānupapannatvam. yasya tasyaiva hetutā /
dr
˚
s.t.āntau dvāv api stām. vā mā vā tau hi na kāran. am

(59)//TS 1367//
(J69a6; D50b2; P61b5)
[証因が]＜他のあり方では成立しえないこと＞ [という条件を満たさ]ない場合，三つ [の条
件]に(60)何の益があろうか。[証因が]＜他のあり方では成立しえないこと＞ [という条件を
満たす]場合，三つ [の条件]に何の益があろうか。
nānyathānupapannatvam.

(61) yatra tatra trayen. a kim /
anyathānupapannatvam.

(62) yatra tatra trayen. a kim //TS 1368//(63)

「[二種の]喩例」とは，類似性あるいは非類似性を(64)特徴とする [喩例]のことである。「原因
ではない」とは，所証の理解の [原因ではない](65)ということである。(1367)
「＜他のあり方では成立しえないこと＞ [という条件を満たす]場合」というこの [cd句]の後に

「＜他のあり方では成立しえないこと＞ [という条件を満たさ] ない場合」という(66)この半分の

(59)cd句は，HBT. Ā 374,4にも引用される。

(60)cf. NVinVi 2.180,15: athavā trayen. a kāryasvabhāvānupalambharūpen. eti vyākhyeyam.

このように，trayen. aを結果・本質・非認識という三種の証因と理解する解釈もある。

(61)nānyathā- K : anyathā- JS

(62)anyathā- K : nānyathā- JS

(63)TS 1368 は，J, S の支持が得られないものの，Kamalaś̄ıla が訂正する前の順序に従って読む。TSP によれば，

cd 句の anyathā ... kim を最初に読むべきであるとされる。すなわち，Kamalaś̄ıla の見た TS 写本は nānyathā-⇒

anyathā-(＝Kの読み)であったと考えられる。一方，この偈は他の多くの文献にも引用されるが，その順序は anyathā-

⇒ nānyathā-であるため，この偈の本来の順序は，Kamalaś̄ılaの指摘通り anyathā-⇒ nānyathā-であったと考えられ

る。しかし，ここではそれを支持する J, S の読みには従わず，Śāntaraks.ita の読み (正確にいえば，Śāntaraks.ita の

見た Pātrasvāminの著作の写本の読み)を最も忠実に伝えると考えられる Kamalaś̄ılaの読みを尊重し，Kの読みを取

る。なお，Tでは TS 1368の ab句 (nānyathānupapannatvam. ...)に相当する箇所が訳出されていないことも付言し

ておく。

この偈が引用される文献は以下の通りである。PVSVT. 9,9f, SVinT. 372,3f, NVin 323[=2.154], TAŚ 203,11;

205,18, SVR 520,5ff, PMı̄ 45,17f, TBV 569,28f, TAŚ 203,11 (=v. 178 ad TAAS 1.13); 205,18, NAVV 102,27f

(=v. 43), SVR 520,5ff, ND 207,9f etc.

(64)-vaidharmya- om. J

(65)cf. PMukh 3.38-39: na hi tat sādhyapratipattyaṅgam. tatra yathoktahetor eva vyāpārāt. ta-

davinābhāvaníscayārtham. vā vipaks.e bādhakād eva tatsiddheh. .

(66)nānyathānupapannatvam ity S (cf. gang la gzhan du mi ’thad med // de la gsum gyis ci zhig phan //

zhes bya ba ... T) : nānyathānupapannety JK
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句 (=ab句)が読まれるべきである。(1368)

(J162b7; K406,9; S497,10; Kunst(T) 169,5 [D25a5; P53b1])
三条件をもつ [証因] には，不可離関係という結合関係は存在しないことを示そうとして，

[Pātrasvāminは]「sa śyāmah.」云々という。

(J69a6; D50b2; P61b5)
「彼 [の肌の色] は浅黒い。かの人 (＝父親) の息子であるから。例えば，すでに見られてい
る他の浅黒い [肌の息子]たちのように(67)」という [推論式において]，三条件をもつ証因は，
[所証の]確定のために働くことはない。
sa śyāmas tasya putratvād(68) dr

˚
s.t.āh.

(69) śyāmā yathetare /
iti trilaks.an. o hetur na níscityai pravartate //TS 1369//

2.2. 一条件のみを備えた証因の有効性

(J162b7; K406,12; S497,11; Kunst(T) 169,9 [D25a6; P53b2])
[Pātrasvāminは]「tatraika-」云々ということによって，一条件のみをもつ証因の [論証]能
力(70) を，実例の詳述によって (udāharan. aprapañcena)(71)示す。

(J69a6; D50b3; P61b6)
以下 [の推論式]において，ただ一つの条件をもつ証因は，二種の喩例を欠いている。[推論
式:]「存在と非存在は [何らかの点で]存在することを本質とする。何らかの点で認識されう
るから。」
tatraikalaks.an. o hetur dr

˚
s.t.āntadvayavarjitah. /

kathañcid upalabhyatvād bhāvābhāvau sadātmakau //TS 1370//

「存在と非存在は何らかの点で存在することを本質とする。何らかの点で認識されうるから。」
この [推論式] において，論式の形をとった (prayogātmaka) あるいは事物であるという性質を
もった，類似性にもとづく喩例と非類似性にもとづく喩例は，[論証の主題 (＝存在と非存在)の]

(67)この推論式についての詳細は，Shiga[2001] 参照のこと。筆者はこの論文の中で，tatputratva という疑似的証因

の用例を収集・分類し，ジャイナ教徒が仏教徒を批判するために用いる用例との関係を探った。

(68)tasya putratvād KS : tatputratvād J

(69)dr
˚
s.t.āh. J/Kunst : dr

˚
s.t.ā KS

(70)bsgrub pa’i phyir T for sāmarthyam.

(71)cf. spros nas dper brjod pa ston te T.

Kunst[1939: 16]: “Nun zeigt [Pātrasvāmin] an einem Beispiele, daß der ekarūpahetu wohl die Beweiskraft

(sāmarthya) besitzt.”

なお，udāharan. aprapañcaという表現は，本章の他の箇所にも見られる。

TSP 521,15: evamādis Tattvat.̄ıkāyām udāharan. aprapañco dras.t.avyah. . (Kunst[1939: 87]: “Diese und andere

Probleme sind mit einer erschöpfenden Diskussion der Beispiele in der Tattvat.̄ıkā nachzulesen.”)
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外側には存在しない。なぜなら，存在・非存在を本質とする全ての事物 (padārtha)の集合が主
題とされているからである。また，それら (＝存在と非存在)とは異なる別のものは存在しない
からである。主題の属性で [も]ある [証因 (＝何らかの点で認識されうること)]は，[所証が成立
する以外の] 他のあり方では成立しえないから(72)，[証因は] また否定的随伴関係を欠いている
(avyatireka(73))ので，この [証因]はただ一つの条件のみをもつ(74)。「何らかの点で」とは，知
られうること等何らかのあり方 (paryāya)で，という意味である(75)。「存在することを本質とす
る」というこの [句]にも「何らかの点で」という [語]が結びつけられるべきである。それ故，以
下のような意味となる。「[存在・非存在は，]何らかの点で認識されうるから，何らかの点で存在
することを本質とする」と。(1370)

2.3. 二つの条件をもつ証因

(J163a1; K406,21; S497,18; Kunst(T) 169,24 [D25b2; P53b6])
これから [Pātrasvāminは]，二つの条件をもつ証因(76)の実例を述べる。

(72)つまり，証因の三条件のうち第一条件である＜主題所属性＞を満たした上で，＜他のあり方では成立しえないこと＞

という一条件も満たしているということ。

(73)cf. Kunst[1939: 16]: “... Der hetu (=paks.adharma) ... prädiziert keine Instanzen ausserhalb des

Bereiches (avyatirekāt) des paks.a.” ([paks.adharmaである hetuは]paks.aの範囲の外側に全く喩例をもつことがな

い。)

上の推論式では，論証の主題 (＝存在と非存在)が事実上全ての事物を含んでいるため，同類例の提出も異類例の提出も

不可能となる。よって「異類群において証因が排除されることがないこと」と考えれば，Kunst 氏の訳も外れてはいな

い。しかし，原語 avyatireka (ldog pa med pa’i phyir T)より上のように訳出した。

(74)Pv NBPS D94a1-3; P115b1-4: dngos po dang dngos po med pa ni ji ltar yang yod pa’i bdag nyid dag

yin / ji ltar yang dmigs pa’i bya ba yin pa’i phyir ro zhes bya ba lta bu’o // ’di la ni chos mthun pa dang

chos mi mthun pa’i dpe dag med de / dngos po thams cad kyi tshogs dngos po dang / dngos po med pa

phyogs su byas pa’i phyir ro // de dag la ma gtogs pa gzhan med pa’i phyir gang zhig dpe nyid yin par ’gyur

/ phyogs kyi chos kyang gzhan du mi ’thad pa nyid kho na’i khongs su ’dus pa’i phyir ro // de ltar na rtags

ni tshul gcig pa kho na yin par rigs kyi tshul gsum pa nyid ni ma yin pa’i rigs so zhes zer ro //

「存在と非存在は何らかの点で存在することを本質とする。何らかの点で認識されうるから」という [推論式における]よ

うに。この [推論式] において，類似性にもとづく喩例と非類似性にもとづく喩例は存在しない。なぜなら，全ての存在

の集合である存在と非存在が主題となされているからである。これら (＝存在と非存在) 以外の他のものは存在しないの

であるから，どんなものが喩例 [として機能しうる]であろうか。[三条件がないとしても，証因は知らせるものであると

認められる。] なぜなら [証因が]主題の属性 [であること]もまた，＜他のありかたでは成立しえないこと＞ [という条件]

に含まれるからである。このようにして，証相が一条件のみをもつことは正しいが，三条件 [をもつこと]は正しくない。」

(75)cf. Kunst[1939: 16]: “≫ Im gewissen Sinne≪ bedeutet: insofern sie (=das Sein und das Nichtsein), ein

Gegenstand der Erkenntnis (jñeya) usw. sind.”

(76)以下の推論式 (TS 1371-1376)を検討すると，Pātrasvāminが＜二条件をもつ証因＞という場合，第一条件である

＜主題所属性＞を満たしていることは自明のこととした上で，第二条件である＜同類群に存在すること＞あるいは第三条

件である＜異類群において存在しないこと＞＋＜他のあり方では成立しえないこと＞の二者で，二条件をもつ証因と考え

ているようである。
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2.3.1. 第二条件を満たさない証因 (1)

(J69b1; D50b3; P61b6)
[推論式:]「＜うさぎをいだくもの＞は月でないことはない。candra(月) と呼称されるか
ら」という [推論式における]証因は二条件をもつ。また以下のような別の [二条件をもつ証
因]が述べられる。
candratvenāpadis.t.atvān nācandrah. śaśalāñchanah. /
iti dvilaks.an. o hetur ayam. cāpara ucyate //TS 1371//
(J69b2; D50b4; P61b7)
[推論式:]「『この私の知覚は，飛んでいる虫によって引き起こされた』と決定される。[私の
知覚の]生起は飛んでいる虫との接触によってもたらされたものであるから。」
patatk̄ıt.akr

˚
teyam. me vedanety avas̄ıyate /

patatk̄ıt.akasam. sparśapratilabdhodayatvatah. //TS 1372//

「śaśin (うさぎをいだくもの) は，月でないことはない」あるいは「śaśin は，月である(77) 」
という主張がある。[この主張に対して]「世間において伝統的に承認されている月という名称故
に」あるいは「candra(月) と呼称されるから」というのが証因である。非類似性にもとづく
(vaidharmyen. a)[喩例として] 土塊等がある。また以下のような別の二つの条件をもつ [証因] が
述べられる。(1371)

[推論式:]「この私の知覚は飛んでいる虫によって引き起こされた。[私の知覚の] 生起は飛
んでいる虫との接触によってもたらされたものであるから。」[証因として述べられる複合語:
patatk̄ıt.akasam. sparśapratilabdhodayatvatah. は]，飛んでいる虫つまり蛾 (pataṅga)との接触
によって [知覚の] 生起がもたらされたが，そのことによって，という意味である。またこの
Bahuvr̄ıhi-複合語 (anyapadārtha(78)) には，一般性 [を表現しようとする] 意図が見られるべ
きである。それ故，[複合語の語尾の-tvatah.は，女性形の語尾を示す]t.āp(79)とはならない(80)。
(1372)

(J69b2; D50b4; P61b8)
[推論式:]「色かたちの把握が結果 [として生じる]場合，眼は常に卓越した能力をもつ。それ
(＝結果)に対して働いているから，あるいは [眼は]それ (＝色かたち)を [実際に]知覚する
から。」

(77)cf. ri bong can zla ba ma yin no T

(78)Kunst[1939: 18, n.1]も言及する通り，anyapadārthaという語は，Pān. ini 2.2.24: anekam anyapadārthe. ま

た，Mahābhās.ya ad Pān. ini 2.1.6: anyapadārthapradhāno bahuvr̄ıhih. . という規定から Bahuvr̄ıhi-複合語と同義

である。

(79)t.āp とは，Kunst[1939: 18, n.1] も示す通り Pān. ini 4.1.4: ajādyatas.t.āp. より，女性形の語尾を示す。論証の

主題である vedanāという語が女性名詞であるからといって，証因の語尾が-tvātah. , -tvāyāh. , -tātah. , -tāyāh.といった

女性形にはならないということである。

(80)tena t.āb na bhavati n.e. T
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caks.ū rūpagrahe kārye sadātísayaśaktimat /
tasmin vyāpāryamān. atvād(81) yadi vā tasya darśanāt //TS 1373//

(J163a2; K407,15; S497,24; Kunst(T) 170,20 [D25b4; P54a2])
[推論式:] 「眼は，現に存在している色かたちを把握する際，[結果に対して]最も影響力のある

(sādhakatama)能力をもつ。[眼の能力が]損なわれることがない場合に，思慮深い人が色かたち
を見ようとするとき(82)，[眼は]行為手段として(83)働いているからである。あるいは，[眼は]色
かたちの区別 (paricchedana)を知覚するからである(84)。」非類似性にもとづく [喩例として]耳
等がある。「tasya」とは，色かたちを [ということ]である。これら三つの証因(85)にはいずれに
も同類例が存在しないので(86)，[証因は]二つの条件(87)[のみ]をもつ(88)。(1373)

2.3.2. 第三条件を満たさない証因
(J69b3; D50b5; P62a1)
あるいは，「アートマンやつぼ等は，何らかの点で非存在を本質とする。何らかの点で認識
されえないから。ロバと結びつく角のように。」
kathañcid asadātmāno yadi vātmaghat.ādayah. /
kathañcin nopalabhyatvāt kharasambandhísr

˚
ṅgavat //TS 1374//

(J69b3; D50b5; P62a1)
「うさぎの角等もまた，何らかの点で存在することを本質とする。何らかの点で認識されう
るから。アートマンやつぼ等のように。」
kathañcana sadātmānah. śaśaśr

˚
ṅgādayo ’pi ca /

kathañcid upalabhyatvād yathaivātmaghat.ādayah. //TS 1375//

(J163a3; K407,18; S498,14; Kunst(T) 170,20 [D25b6; P54a4])
[推論式:]「アートマンやつぼ等は何らかの点で非存在を本質とする。何らかの点で認識されえ
ないから。ロバの角のように。」この [推論式]においては，非類似性にもとづく喩例が存在しな
い。つぼ等全ての，存在を本質とする集合が，何らかの点で非存在を本質とするものとして主張

(81)vyāpāryamān. atvād JK : vyāpāryāmān. atvād (sic) S

(82)rūpadidr
˚
ks.āyām. KS (gzugs blta bar ’dod pa na T) : rūpādidr

˚
ks.āyām. (sic) J

(83)karan. atvena n.e. T

(84)-darśanād n.e. T

(85)具体的には，ここまでに挙げられた (1) candratvenāpadis.t.atvāt (TS 1371), (2) patatk̄ıt.akasam. sparśa-

pratilabdhodayatvatah. (TS 1372), (3) vyāpāryamān. atvāt; darśanāt (TS 1373)の三つの証因のことを指す。

(86)tris.v api hetus.u sapaks.ābhāvād JS (gtan tshigs gsum pa la yang mthun pa’i phyogs med pa’i phyir

T) : tris.v api hetus.v asatyās.u sādharmyadr
˚
s.t.āntābhāvād K : tris.v api hetus.v asapaks.es.u sādharmya-

dr
˚
s.t.āntābhāvād Kunst

(87)つまり，(1) 他のあり方では成立しえないこと，(2) 異類群に存在しないこと，という二つの条件を指す。

(88)cf. Kunst[1939: 18]: “... in diesen drei hetus ..., welche in der homogenen Klasse der Instanzen nicht

erfüllt sind, liegt eben das dvirūpatva vor, da [der Syllogismus] der homogenen Instanzen ermangelt.”
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命題とされる。そして，類似性にもとづく喩例として存在しないものが挙げられる。そして，存
在・非存在 [という二つのカテゴリー] とは別の第三 [のカテゴリー] は存在しない。もし [存在]
するなら，所証の排除を前提とする能証の排除が示されうるであろうが(89)。(1374)
あるいは，[推論式:]「ロバの角等は，何らかの点で存在することを本質とする。何らかの点で
認識されうるから。アートマンやつぼ等のように。」この [推論式]においても，直前 [に述べたも
の]とまさしく同じ論理によって，＜非類似性にもとづく喩例の欠如＞が適用されるべきである。
(1375)

2.3.3. 第二条件を満たさない証因 (2)

(J69b4; D50b6; P62a2)
あるいは，[推論式:] 「『あなたの父はこの家にいる』と理解される。あなたの父の声がこの
家から聞こえるから。」
tvad̄ıyo vā pitātrāsti(90) veśman̄ıty avagamyate /
bhāvatkapitr

˚
śabdasya śravan. ād iha sadmani //TS 1376//

(J163a4; K407,24; S498,20; Kunst(T) 171,9 [D26a2; P54a8])
[推論式:]「この家は，あなたの父親がいるところとして理解される。[この家から]あなたの父
親の声が聞こえるから。」この [推論式]においては，類似性にもとづく喩例が存在しないといわ
れる (kila)ので，[証因は]二つの条件 [のみ](91)をもつ。(1376)

2.3.4. 主題所属性を満たさない証因
(J69b4; D50b6; P62a3)
言葉・ランプ等(92)の事物においては，たとえ [それらに]主題所属性が欠けていても，＜他

(89)つまり，存在でも非存在でもない第三のカテゴリーが存在するなら，非類似性にもとづく喩例が存在しうるが，実際

はそのようなことはないということ。

(90)vā pitātrāsti J/Kunst (cf. khyed kyi pha yang khyim ’di ni // yod do T) : vāpi tatrāsti KS

(91)つまり，＜他のあり方では成立しえないこと＞と＜異類群において存在しないこと＞の二つの条件を指す。

(92)言葉・ランプ等が＜知らせるもの＞となりうるかどうかという問題については，Kunst[1939: 48, n2; 49, n.2] に

おいても取り上げられており，志賀 [2003: 87, n.49f]においても詳細に検討した。以下にその概要を示しておく。まず

言葉が正しい証因となるという説については，以下の Akalaṅka の記述によって，ジャイナ教徒も同内容のことを主張

していたことが確認できる。

LTV 16,8: vācyavācakalaks.an. asyāpi sambandhasya bahirarthapratipattihetutopalabdheh. .

「表示されるものと表示するものということによって特徴づけられる結合関係もまた，外界対象の理解のための原因であ

る。[対象が過去のものであっても]認識されるから。」

一方，ランプが正しい証因となるかどうかについてであるが，これはジャイナ説ではなく仏教側の説であると思われる。

Kunst氏も指摘する通り AKVyに以下のような一節が見られる。

AKVy 217,33-218,2: pañcavidho hi hetur iti kecid icchanti. kārako jñāpako vyañjako dhvam. sakah. prāpakaś

ceti. kārako hetur b̄ıjam aṅkurasya. jñāpako dhūmo ’gneh. . vyañjako d̄ıpo ghat.asya. dhvam. sako mudgaro

ghat.asya. prāpako ratho deśāntaraprāpan. ı̄yasyeti.
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のあり方では成立しえないこと＞のみによって，[それらが]また＜知らせるもの＞であるこ
とが見られる。
anyathānupapattyaiva śabdad̄ıpādivastus.u /
apaks.adharmabhāve ’pi dr

˚
s.t.ā jñāpakatāpi ca //TS 1377//

(J163a5; K407,25; S498,22; Kunst(T) 171,12 [D26a2; P54a8])
同様に，言葉・ランプ等には，主題所属性が存在しないとしても，煙等の [正しい]証相のよう
に，[所証を]知らせるものであることが見られる。というのも，言葉・ランプ等は，つぼ等の事
物にある属性ではないからである。さらにまた，言葉等 [という証因]にもとづいて [所証である]
対象が理解されるので(93)，証因は，＜異類群において存在しないこと(94)＞・＜他のあり方では
成立しえないこと(95)＞という二つの条件をもつ。(1377)

2.4. 総括
(J69b5; D50b7; P62a3)
それ故，我々 [ジャイナ教徒]にとっては，[＜他のあり方では成立しえないこと＞という条
件が] 最優位であるから，証因はただ一つの条件をもち，知らせるものであるはずである。
一方，主題 [所]属性等，[誤って]想定された無益な他の諸々 [の条件]に何の益があろうか。
tenaikalaks.an. o hetuh. prādhānyād gamako ’stu nah. /

この記述は AKBh 91,11: phalam asya visam. yogah. .「[輪廻の] 連鎖を離れることはそれ (道) の結果である」に対す

る Yaśomitraの注釈中に存在する。Yaśomitraは，mārgaが visam. yogaを生み出す (janaka)原因ではなくそこに到

達させる (prāpaka)原因であることを示すために，上述の「ある者たち」の見解を紹介している。Yaśomitraはこの説

を肯定的に適用していることから，「ある者たち」は仏教内部の者である可能性が高い。そして五種のうちの一つの hetu

として，ランプが「つぼにとって明らかにするものである」と述べられている。さらに Kamalaś̄ıla が答論部分におい

て，

TSP 507,14: vijñānajananayogyaghat.ādyutpādanena jñāpako rūd. hah. , na tu liṅgatvena.

「認識を生み出しうるつぼ等が生じるという点で，[ランプは] 知らせるものとして広く知られている。しかし証相として

ではない。」

と注釈している事実からも仏教内部にこのような伝承が存在したことが推測される。さらに，Akalaṅkaは，

LTV 18,13: na hi tatparicchedyo ’rthah. tatkāran. atām ātmasātkuryāt prad̄ıpasyeva ghat.ādih. .

と述べており，ジャイナ側はランプがつぼ等の認識の原因であることを否定している。その注釈において，

NKC 658,7: atra parasiddham. dr
˚
s.t.āntam āha.

という記述が見られることから，この例がジャイナ以外で使用されていたことがわかる。

以上の点から，言葉が＜知らせるもの＞であるという見解は実際にジャイナ教徒の説であり，ランプが＜知らせるもの＞

であるという見解については，Pātrasvāminが主題所属性の不要性を主張するために，仏教徒の承認する説を利用した

ものであると考えられる。

(93)cf. yang sgra la sogs pa las don rtogs pa yang ma yin[rtogs pa’i chos ma yin la / yang sgra la sogs pa

las gzhan P] pa’i phyir T

(94)vipaks.ābhāvo JK (mi mthun pa’i phyogs la med pa T) : vipaks.abhāvo S

(95)anupapannatvam. KS (mi ’thad pa nyid T) : anupapannam. J
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paks.adharmādibhis(96) tv anyaih. kim. vyarthaih. parikalpitaih. //
TS 1378//(97)

3. 仏教徒による批判

3.1. anyathānupapattiはどこで把握されるのか？
(J163a5; K408,3; S499,12; Kunst(T) 171,21 [D26a4; P54b2])
「tad」云々ということによって，[Śāntaraks.itaは，Pātrasvāminの見解に]反駁する。

(J69b5; D50b7; P62a4)
その場合(98)，証因のこの条件 (＝＜他のあり方では成立しえないこと＞)は一般的に理解さ
れるのか。あるいは，知ろうとされる特定の [論証の]主題において [理解されるの]か，あ
るいは，喩例 [の主題]において [理解されるの]か。
tad idam. laks.an. am. hetoh. kim. sāmānyena gamyate /
jijñāsitavíses.e vā dharmin. y atha nidarśane //TS 1379//

その場合(＝ Pātrasvāminの主張する＜他のあり方では成立しえないこと＞が証因のただ一つ
の条件である場合)，証因が所証と不可離関係にあることは，(1)特定の基体 (dharmivíses.a)を
把握 (parigraha) することなく(99)，一般的に[理解されるの] か。あるいは，特定の基体を把握
することによって(100)，個別に(víses.en. a)[理解されるの]か(101)。特定の [基体](víses.a)において
[理解されるとして] も，(2) 知ろうとされる特定の論証の主題において[理解されるの] か，ある
いは (3)喩例の基体において [理解されるの]か(102)，以上のような [三つの](103)選言支がありう

(96)paks.adharmādibhis KS (cf. phyogs chos sogs T) : paks.adharmatvādibhis J

(97)Ce (Re?) Trilaks.an. akadarthana

ここまでの Pātrasvāminによる前主張 TS 1364-1378は，おそらく彼に帰される著作 Trilaks.an. akadarthana からの

引用であると考えられる。

(98)TSP: tatraに従う。cf. de’i phyir zhes bya ba ... T

(99)dharmivíses.āparigrahād JS (chos can gyi khyad par yongs su ma bzung bas T) : dharmivíses.aparigrahād

K/Kunst

(100)dharmivíses.aparigrahād JK : dharmivíses.aharigrahād (sic) S

(101)Kunst[1939: 22]: “... ob 1) die Konkomitanz (=avinābhāva) des hetu mit dem sādhya generell

(sāmānyena) oder auch, 2) da sie das sādhya als individuelles Element umfaßt – mit einer individuellen

Anwendung (víses.en. a) gemeint sei. [Und ferner fragt der Verfasser, ob die Konkomitanz], falls sie auf das

sādhya als individuelles Element angewendet wird, ...”

Kunst氏は，dharmivíses.āparigrahātという読みではなく，Kの dharmivíses.aparigrahātという読みをとり，この

句が後続の víses.en. a vā syāt にかかると解釈しているが，その読みは採用しない。J, S の読みに従い，また T からこ

の句が前にかかると理解した。

(102)cf. AVS 62,2f: kveyam. vyāptir grah̄ıtavyā dr
˚
s.t.āntadharmin. i sādhyadharmin. i vā.

(103)phyogs gsum T
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る(104)。(1379)

3.1.1 第一の選言支の否定
(J163a6; K408,9; S499,16; Kunst(T) 172,7 [D26a5; P54b4])
そのうち，第一の選言支における誤りを述べる。[Śāntaraks.itaは]「sāmānyena」云々と(105)い
う。

(J69b6; D51a1; P62a5)
そのようにして，それ (＝証因のこの条件＝＜他のあり方では成立しえないこと＞)が一般
的に理解されるというならば，論証の主題において，意図された証明に関与しない(106)よう
な証因の存在が明らかになるであろう。
sāmānyena gate tasminn evam. cet sādhyadharmin. i /
hetoh. sattvam. prakāśyeta na vivaks.itasiddhibhāk //TS 1380//

実に，主題所属性なしに，不可離関係のみによっては，[例えば「音声は無常である。眼で見ら
れるから」という推論式における]＜音声＞という主題において，＜眼で見られること＞ [という
証因](107)が＜無常性＞ [という所証]を知らせるものである(108)と見なされることはない。従っ
て，第一の選言支は正しくない。「na vivaks.itasiddhibhāk」という [複合語]は，[＜眼で見ら
れること＞のような証因は]論証の主題において，意図された証明に関与することはないであろ
う(109)，という意味である。(1380)

(J163b1; K408,15; S499,20; Kunst(T) 172,15 [D26a7; P54b6])
「いかにしてか」というので，「tadyathā」云々と答える。

(104)この部分は主に，T: de la gtan tshigs bsgrub par bya ba dang[dang / D] med na mi ’byung ba nyid chos

can gyi khyad par yongs su ma bzung bas de’i spyi’i sgo nas sam / chos can gyi khyad par yongs su bzung

bas te[ste D] / khyad par gyi sgo nas yin / khyad par gyi yin na yang shes par ’dod pa’i bye brag ste /

bsgrub par bya ba’i chos can la yin nam dpe’i chos can la yin zhes bya ba’i phyogs gsum srid do // に従っ

て訳出した。

(105)sāmānyenetyādi KS (spyi’i sgo nas zhes bya ba la sogs pa T) : sāmānyenetyādinā J

(106)この否定辞 na は，構文上動詞 prakāśyeta にかけるのが自然であると思われるが (Kunst[1939: 22]: “... dann

wäre der hetu als im sādhyadharmin teilnehmend nicht nachweisbar.”)，TSP: sādhyadharmin. i na vivaks.itām.

siddhim. bhajed iti arthah. .より vivaks.itasiddhibhākにかかると読む。

(107)cāks.us.atva のような不成立の証因について，Dignāga は特別な呼称を用いないが，NP においては，＜ [論争す

る] 両者にとって不成立である [証因] ＞と述べられる。(NP 3,10f: tatra śabdānityatve sādhye cāks.us.atvād ity

ubhayāsiddhah. . cf. 北川 [1965: 34f; 153; 155]) また Dharmak̄ırtiは，NB 3.41において，正しい paks.aの定義の

うち＜それ自体として承認される (NB 3.38: svarūpen. aiva ... is.t.o ...)＞という要件を満たさない例， NB 3.58にお

いては NPと同様＜論争する両者にとって不成立＞である例として cāks.us.atvaを挙げている。

(108)anityatvasyaに対する訳，Kunst[1939: 22]: “als hetu des Ewigseins”は単なる誤訳であると思われる。

(109)cf. Kunst[1939: 23]: “... dann würde der hetu an derjenigen Prädikation, die für den sādhyadharmin

nachzuweisen ist, nicht teilnehmen.”
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(J69b6; D51a1; P62a5)
例えば，＜眼で見られること＞が＜滅すること (=無常性)＞と非逸脱関係にあることは，一
般的に理解される。しかしながら，それ (＝眼で見られること)は，＜音声＞ [という主題]
においてそれ (＝滅すること)を論証するものではない。
tadyathā cāks.us.atvasya nāśenāvyabhicāritā /
sāmānyena gatā tac ca dhvanau tasya na sādhanam //TS 1381//
(J70a1; D51a2; P62a6)
「[論証の]主題においてそれ (＝証因)が存在することが示される」というならば，そのよう
である場合，あなたがたの見解においてもまた，[証因は，我々仏教徒が主張するのと]まさ
に同じ三条件をもつことになる。
tasya dharmin. i sadbhāvah. khyāpyate(110) cet tathā sati /
saiva trirūpatāyātā bhavatām api darśane //TS 1382//

「tac ca」[の tat]とは，＜眼で見られること＞ [を指す]。「tasya」とは，＜滅すること＞ [を
指す]。論証するものとは，知らせるもののことである。(1381)

[反論:]「述べられたような誤りはありえない。従って，それつまり証因が論証の主題において
存在すること(111)(＝主題所属性) が依拠される (āśr̄ıyate)(112)。」[答論:] そのようである場合，
あなたがたの見解においてもまた，我々 [仏教徒]の証因の定義とまさに同じ＜三条件をもつこと
＞が[帰結として]生じる。(1382)

(J163b2; K408,23; S500,7; Kunst(T) 172,23 [D26b1; P54b8])
「いかにしてか」というので，「anyathā-」云々と答える。

(J70a1; D51a2; P62a7)
というのも，＜他のあり方では成立しえないこと＞によって，否定的随伴関係と肯定的随伴
関係とが理解されるからである(113) 。そ [の証因]が [論証の]主題において存在することか
ら，主題所属性が付随する。
anyathānupapattyā hi(114) vyatirekānvayau gatau /
tasya dharmin. i sadbhāvāt paks.adharmatvasam. śrayah. //TS 1383//

肯定的随伴関係とは，[証因が]同類群に存在することであり，否定的随伴関係とは，[証因が]

(110)khyāpyate JKS (cf. shes bya T) : khyāyyate Kunst

(111)sadbhāvah. n.e. T

(112)cf. Kunst[1939: 23f]: “...[die allgemein formulierte Regel] enthält doch implicite (āśr̄ıyate

sadbhāve=khyāyyate) das Erfülltsein des hetu im sādhyadharmin.”

cf. gtan tshigs de bsgrub par bya ba’i chos can la brten pa ... T

(113)cf. Kunst[1939: 24]: “Denn in der anyathānupapatti ist die positive und die negative Konkomitanz

enthalten ...”

(114)anyathānupapattyā hi JS (cf. gzhan du mi ’thad pa nyid ni T) : anyathānupapattyādi(hi?) (sic) K
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異類群に存在しないことである。(115)　 [主題所属性が]付随する(sam. śrayan. a)とは，[主題所属
性が]理解される (parigraha)ということである。(1383)

(J70a2; D51a3; P62a7)
「証因は把握されるべきものの属性であり，そ [の把握されるべきもの]の部分 (＝所証属性)
によって遍充される」というように(116)，この簡潔な定義は先生方によっても(117)説かれて
いる。
grāhyadharmas tadam. śena vyāpto hetur(118) it̄ıdr

˚
śam /

ācāryair api nirdis.t.am ı̄dr
˚
k sam. ks.epalaks.an. am //TS 1384//(119)

把握されるべきものの属性というのは，把握されるべき論証の主題の属性，すなわち主題の属
性ということである。「先生方によって」というこのことによって，[Śāntaraks.itaは，一条件が
主題所属性をも包含するなら]彼ら (＝先生方)の見解と矛盾がないことを教示する(120)。(1384)

3.1.2 第二の選言支の否定
(J163b2; K409,5; S500,11; Kunst(T) 173,7 [D26b2; P55a2])
[Śāntaraks.itaは]「atha」[云々]と，第二の選言支について述べる。

(J70a3; D51a3; P62a8)
もし仮に，証因のこの条件 (＝＜他のあり方では成立しえないこと＞)が，[論証の]主題に
おいてのみ理解されるならば，ある認識手段にもとづいてそのこと (＝証因が論証の主題に
おいて存在すること)が確立されるような，その同じ [認識手段]にもとづいて，所証もまた

(115)J は，この文章 (anvayah. sapaks.e sattvam, vyatireko vipaks.āsattvam) をこの偈に対する注釈の最後 (... iti

yāvatの後)に挿入している。

(116)この部分の Kunst 氏の訳 (Kunst[1939: 24]: “Der hetu [als ein Element] impliziert die zu beweisende

Prädikation als das [andere] Element [des Schlusses].”)は採用しない。

(117)複数形になっていることから，Dignāgaのみならず Dharmak̄ırtiも含むと考えられる。

(118)Ce Hetumukha?

Frauwallner氏によると，この証因の定義はDignāgaに帰せられる Hetumukha という著作の断片であると推定されて

いる。(Frauwallner[1959: 164]) 現在確認できる範囲では，NV 302,5 ad NS 1.1.35に引用されているのが初出で

ある。また，PV 1.1ab, HB 1*,8にこの定義とほぼ同じ記述が見られるが，a句の grāhyadharmaが，grāhyadharma

(Dignāga) ⇒ dharmidharma (̄Iśvarasena) ⇒ paks.adharma (Dharmak̄ırti) と意図的に改変された歴史的変遷があ

る。Īśvarasena と Dharmak̄ırti の論争は PVSV 1,10-2,14; HB 1*,10-2*,10 において展開されている。この論争に

ついては，Steinkellner[1967: 33 with n.4f]参照のこと。

(119)Kおよび Kunstでは，以下のように ab句と cd句の順序が逆になっている。

ācāryair api nirdis.t.am ı̄dr
˚
k sam. ks.epalaks.an. am /

grāhyadharmas tadam. śena vyāpto hetur it̄ıdr
˚
śam //

(120)Sは上に訳出した通りの順序であるが，Kではこの文章 (ācāryair ity anena tanmatāvirodham. pratipādayati)

が TS 1384の導入句とされ，J, Tもそれを支持する。しかしながら，J, S, Tにおいて TS 1384の ab句と cd句は上

の通りの順序であるから，それとの対応において TSPについても Sの読みを採用する。
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[確立されてしまうので証因によって所証を確立することになら]ない。
athedam. laks.an. am. hetor dharmin. y evāvagamyate /
yatah. pramān. āt tatsiddhih.

(121) sādhyasyāpi tato na tu //
TS 1385 //(122)

[反論 (ジャイナ教徒):] 論証の主題においてのみ，証因が所証との不可離関係をもつこと，そ
のことこそが証因の定義である。[ジャイナ教徒は，そのことを]以下のように述べる。

「他の人々によって，喩例において所証なしに見られることはないものが [正しい]証因であ
ると認められる。一方，私 [の考え]によると，[論証の]主題において，これ (＝所証)なしに
はありえないものが [正しい証因である]。(123)

我々の推理は，ミーマーンサー学派による(124) 論理的要請 (arthāpatti) とも，仏教徒
(Bhaiks.ava)による(125) 推理 (anumāna)とも異なる，いわばナラシンハ (narasim. ha)(126)の

(121)pramān. āt tatsiddhih. J/Kunst/S (cf. tshad mar de grub T) : pramān. ān nāsiddhih. K

(122)この偈の訳については，Mookerjee[1935: 383], Mimaki[1976: 53 with n.208], 御牧 [1984: 237] も参照のこ

と。

また，cf. AVS 62,2-6: kecid āhuh. . “dr
˚
s.t.āntadharmin. y eva dhūmavat. anyathā sādhanavaiphalyam. syāt.

ubhayadharmasiddhināntar̄ıyakatvād vyāptisiddheh. . na hi mahānasasiddhāyām agnidhūmayor vyāptāv

[agneh. siddhatvāt](*) punar agnisiddhaye dhūmaliṅgam anvis.yata” iti.

(*) me grub pa na T : om. Skt.

「ある人々は [以下のように] 述べる。「煙の [火による遍充関係がかまどにおいて把握される] ように，[遍充関係は] 喩例

の基体においてのみ把握されるべきである。さもなければ (=喩例の基体において遍充関係が把握されるのでなければ)，

論証は無益なものとなるだろう。遍充関係が，二つの属性 (=所証属性と能証属性)の確立と同時に確立される [ことにな

る]から。というのも，火と煙の遍充関係がかまどにおいて成立する時，火 [もまた]成立しているのであるから，再び火

[の存在]の確立のために煙という証相が求められることはないからである。」

この記述は外遍充論者の立場として述べられたものとされる。Kajiyama[1999: 115]も参照のこと。

(123)この偈は，PST.にも引用される。

PST. D82a1; P92a8: dpe la bsgrub bya med pa las // rtags nyid ma mthong gzhan gyis ’dod //

bdag gis ’di ni med pa yang // chos can la ni ma srid pa’o //

またこの偈は，遍充関係を二種に区分する考え方を含んでおり重要である。すなわち，この偈においては，直接的に＜外

遍充 (bahirvyāpti) ＞・＜内遍充 (antarvyāpti) ＞という用語は見られないものの，内容的には，前半の「喩例におい

て所証なしには見られることがないものが [正しい] 証因である」という表現は外遍充を，また後半の「[論証の] 主題に

おいてこれ (＝所証)なしにはありえないものが [正しい証因である]」という表現は内遍充を意味している。志賀 [2005:

55ff]も参照のこと。

cf. SVin 5.15-16ab: vināś̄ı bhāva iti vā hetunaiva prasidhyati /

antarvyāptāv asiddhāyām. bahirvyāptir asādhanam //

sākalyena katham. vyāptir antarvyāptyā vinā bhavet /

(124) śābaryā K/Kunst/S (nges bzung nas T) : sābaryā J

(125)bhaiks.avāc ca J/Kunst (dge slong pa yis T) : bhaiks.avāś ca KS

(126)「ナラシンハ (人獅子)」とは，ヴィシュヌ神の第四の化身として知られるが，ここでは，単一でありながら二つの
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ようなものであると認められる。」(127)

「[上の引用における]主題において」とは(128)，論証の主題においてということである。「それ [な
しに]」とは，所証属性なしにということであり，[全体としては]論証の主題において [所証なし
には]ありえないという性質をもつ (ś̄ıla)ものが [正しい証因である]という意味である。そのよ
うである場合，ある認識手段にもとづいて，所証と不可離関係にある証因が論証の主題において
[存在することが]確立されるような，まさにその同じ [認識手段]にもとづいて，所証もまた確立
され [てしまうことになる]ので，証因は無益となる。(1385)

(J70a3; D51a4; P62b1)
というのも，[あなた方の見解によれば]所証の理解がない限り，証因もまた確定されないか
らである。これ故，証因は無意味となる。[反論:] 別の [認識手段]にもとづいて [所証が成
立する場合に証因が成立するというならば]，[答論:] [その時はすでに]所証が成立している
から，[やはり証因は無意味である]。
sādhyasyāpratipattau hi hetor api na níscayah. /
ato nirarthako hetur anyatah. sādhyasiddhitah. //TS 1386//
(J70a4; D51a4; P62b1)
また，[そのような] 証因にもとづいて所証の確定が [なされる] 場合，相互依存の誤りがあ
る。[つまり，相互に依存する]二者のうち一方が成立しなければ，他方もまた確定されない。
anyonyāśrayados.aś ca hetoh. sādhyasya níscaye(129) /
dvayor anyatarāsiddhāv anyasyāpy aviníscitah.

(130) //TS 1387//

(J163b4; K409,17; S500,20; Kunst(T) 173,21 [D26b5; P55a6])
[あなた方の見解によれば] 所証が成立しない場合，証因もまた決して成立しない。なぜなら，

[あなた方のいう] 証因の定義とは，論証の主題において [証因が] 所証と不可離関係にあるこ
とである(131)からであり，その不可離関係は，所証が成立しない限り成立しないからである。
従って，証因は成立しない。不可離関係は，[証因・所証]両者の成立と同時に [確立される]から

本質を兼ね備えたものの喩えとして用いられている。(TS 1732-1736, 若原 [1995: 83ff with n.52f] 参照) この比喩に

よって，ジャイナ教徒の証因の一条件がミーマーンサー学派の論理的要請と仏教徒の推理とが融合されたものでありなが

ら，両者よりすぐれたものであることが主張されていると考えられる。

(127)Ce Trilaks.an. akadarthana (?) 　この二偈の出典も，Pātrasvāmin による Trilaks.an. akadarthana である可能

性が高いが未比定である。

(128)dharmin. ı̄ti om. J

(129)hetoh. sādhyasya níscaye (pāda b) n.e. T

(130)aviníscitah. JS (cf. nges pa ma yin no T) : aviníscaye K/Kunst

(131)この部分のKunst訳 (Kunst[1939: 27]: “Denn das Wesen des hetu ist seine Konkomitanz (avinābhāvitva)

mit dem sādhyadharmin.”)は採用しない。
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(nāntar̄ıyakatvāt)である(132)。[反論:] 「別の認識手段にもとづいて所証が成立する場合には，
証因が成立する」というならば，[答論:] その場合，[そのような]証因に何の益があろうか。所証
は[すでに]成立しているのであるから。(1386)
また，[そのような]証因にもとづいて所証の確定がなされる場合，相互依存の誤りとなるであ
ろう。[問:]「いかにしてか」というので，「dvayoh.」云々と答える。所証の成立は，証因の成立
を前提としている。証因は，それ (＝所証の成立)を目的とするからである。しかしながら [あな
た方は]，所証と不可離関係にあることを(133)特徴とする証因の成立が，所証の成立を前提とする
というので，相互依存は明らかである。(1387)

3.1.3. 第三の選言支の否定
(J163b5; K409,25; S501,13; Kunst(T) 174,15 [D27a2; P55b3])
[Śāntaraks.itaは]第三の選言支について述べる。「nidarśane ’pi」[云々]と。

(J70a4; D51a5; P62b2)
喩例においてそれ (＝証因)が確立されるとしても，[論証の]主題における所証の認識はあ
りえない。というのも，＜全て [の基体]を包括すること＞(134)によって，それ (＝証因)の
[所証による]遍充関係が確定されないからである。
nidarśane ’pi tatsiddhau na syād dharmin. i sādhyadh̄ıh. /
na hi sarvopasam. hārāt tasya vyāptir viníscitā //TS 1388//

喩例においてとは，論証の主題とは異なる喩例の基体においてという意味である。「それが確
立される場合」というのは，証因が確立される場合ということである。以下のことが述べられた
ことになる。もし，論証の主題を除く，[論証の主題とは]全く別の喩例の基体において，証因が
[所証と]不可離関係にあると認められるものの，論証の主題を含む全て [の基体]を包括すること
によって[証因が所証と不可離関係にあると認められ]ないならば，その場合はいかにして，論証
の主題において，証因にもとづく所証の理解がありえようか。また，「どうしてありえないのか」
というので，「na hi」云々と答える。(1388)

(132)cf. Kunst[1939: 27]: “Denn das avinābhāvitva impliziert das Bewiesensein beider Glieder ...”

また，cf. AVS 62,4: ubhayadharmasiddhināntar̄ıyakatvād vyāptisiddheh. .

(133)avinābhāvi- JS : avinābhāva- K

(134)この用語の初出は HB 5*,21である。(Steinkellner[1967: 40 with n.12]参照)

また Kamalaś̄ılaは TSPの別の箇所で sarvopasam. hāraを，以下のように説明している。

TSP 190,19: yā hi paks.asapaks.avibhāgam akr
˚
tvā sāmānyena hetor vyāptih. pradarśyate sā sarvopasam. hārā

vyāptih. .

「主題や同類例を区別せずに，一般的に証因の [所証との]遍充関係が示されるような [遍充関係]，それが全て [の基体]を

包括する遍充関係である。」

TSP 303,16f: sarvasmin dharmin. i hetoh. sādhyena vyāptipradarśanam. sarvopasam. hārah. .

「全ての基体において証因の所証との遍充関係を示すことが，全て [の基体]を包括することである。」

また，この問題に関連して Vin̄ıtadeva, Arcat.a, Śāntaraks.ita の間で思想的発展が見られることについては，Fu-

nayama[2001: 315-318]を参照のこと。
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3.2. Pātrasvāminによって提出された推論式に対する批判

3.2.1. 一条件のみを備えた証因 (TS 1370)に対する批判
(J164a1; K410,5; S501,18; Kunst(T) 174,26 [D27a4; P55b6])
「yo ’pi」云々ということによって，これから [Pātrasvāminの挙げた証因の]諸々の実例を論
駁する。

(J70a5; D51a5; P62b3)
ここ (＝ TS 1370)において述べられた＜何らかの点で認識されるから＞という証因は，こ
の [証因]にとって疑わしい対象が全く存在しないので無益である。
yo ’py ayam. hetur atroktah. kathañcid upalambhatah. /
iti nāsty eva vis.ayah. sam. digdho ’syeti nis.phalah. //TS 1389//

＜何らかの点で認識されうるから＞というこの証因が述べられたが，これは無益である。疑わ
しい対象が存在しないから，つまり所証がすでに確立されているから，ということである。とい
うのも，証因にとっては，[すでに]確立されている対象が望まれるのではない。それではどうな
のかといえば，疑わしい[対象]が [望まれるのである]。すなわち，疑わしい [対象]に対して証因
が陳述されるのであるから，すでに排斥された [対象]と同様 (vyastavat)，すでに確立されてい
る [対象]はまた，証因に依存する [必要]が全くなくなる(135)。所証がすでに確立されているので
あるから。以上の通りである。(1389)

(J164a2; K410,12; S501,23; Kunst(T) 175,5 [D27a6; P55b8])
[反論:] この場合(136)においても，証因にとってまさに疑わしい対象が存在するであろう。[答
論:] これに対して [Śāntaraks.itaは]「bhāvasya」云々と答える。

(J70a5; D51a6; P62b3)
というのも，まさにあらゆる人々によって，存在 [と非存在]は何らかの点でそれ (＝存在す
ること)を本質とすると確定されているからである。どうして，そのこと (＝存在と非存在
が何らかの点で存在することを本質とすること)がそのように論証されるべきものであると
述べられるのか。
bhāvasya hi tadātmatvam. sarvair eva viníscitam /
kathañcit tasya sādhyatvam.

(137) kim ittham abhidh̄ıyate //TS 1390//

あらゆる人々によって，存在は何らかの点で存在することを本質とすると必ず確定される場
合，どうしてあなたは(138)，「存在は，何らかの点で存在することを本質とする」とこのように

(135)cf. Kunst[1939: 29]: “... kommt für den hetu nicht in Frage, ...”

(136)TS 1370における推論式:「存在と非存在は [何らかの点で]存在することを本質とする。何らかの点で認識されうる

から」を指す。

(137)sādhyatvam. JK/Kunst (cf. bsgrub byar de T) : sāks.yatvam. S

(138)bhavatā n.e. T
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述べるのか。「それを本質とすること」とは，存在することを本質とすることということである。
「bhāvasya」という [ことによって]，非存在も含意されている。「何らかの点で」とは(139)，認
識されうること (prameya)等のあり方で(140)[ということで，そのようなあり方で]存在すること
を本質とすると必ず確定される。従って，[＜何らかの点で認識されうるから＞という]証因は無
益である。(1390)

(J164a2; K510,20; S502,12; Kunst(T) 175,15 [D27b1; P56a3])
[反論:] サーンキヤ学派等にとっては，[存在が何らかの点で存在することを本質とすることは]
未確立である。これ故，[この主張命題は]論証される [必要がある]というならば，「sarva-」云々
と答える。

(J70a6; D51a6; P62b4)
「あらゆる存在は一つである」という主張においても，変容を本質とするもの(141)等のちが
いにもとづいて，[諸々の存在が]ある本来的なあり方で存在することを本質とすることが明
らかにされる。
sarvabhāvaikyavāde ’pi vikārātmādibhedatah. /
kenacid dhi sadātmatvam(142) ātmanā samprakāśyate //TS 1391//

「あらゆる存在は一つである」という主張は，サーンキヤ学派のものであるが，まさにその主
張に立脚する彼ら(143)サーンキヤ学派の人々によって，[あらゆる存在は] ある本来的なあり方
で(ātmanā=svabhāvena)，そのこと (＝存在すること)を本質とすること(144)が，まさに明らか
にされる。「いかにしてか」というので，「vikārātmādibhedatah.」と答える。[その複合語の
うち]「vikārātmā」とは，変容を本性とするものということである。「等」という語によって，
快・不快等を本性とする純粋な根本原質 (prakr

˚
ti)や，根本原質とは互いに異なる諸々の精神原

理 (purus.a)も把握される。(1391)

(J70b1; D51a7; P62b5)
あらゆる存在にある無自性性に依拠する人々はまた，「真実には」等という限定句に依存す

(139)kathañcit n.e. T

(140)cf. Kunst[1939: 30]: “... durch [eine der universellen Prädikationen wie] Erkennbarkeit usw. ... bewiesen

ist.”

(141)Kunst[1939: 30] は，vikārātmādibhedatah. という複合語について “Infolge der Unterscheidung eines ur-

sprünglichen und eines transformierten Seins ...”とし，vikāra とātman の関係を Dvandva ととっている。しか

しながら，TSP の注釈: vikārātmā vikārasvabhāvah.は，両数の語尾ではなく単数の語尾をとる。Karmadhāraya

の可能性（「変容という本質」)も考えられるが，後の注釈で prakr
˚
tiと同レベルのものとされているため，「変容を本質

とするもの」つまり Bahuvr̄ıhiと解釈した。

(142)kenacid dhi sadātmatvam JK/Kunst (cf. yod pa yi // bdag nyid nyid du T) : kenacid vísadātmatvam S

(143)yasmin vāde sthitais tair J : tasmin vāde sthitair eva Kunst (cf. smra ba de la gnas pa’i ... T) : yasmin

vāde sthitas tair KS

(144)tadātmatvam. JKS : yod pa’i bdag nyid du T (=*sadātmatvam)
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る。
sarvabhāvagatam. ye ’pi nih. svabhāvatvam āśritāh. /
te ’pi tattvata ityādi víses.an. am upāśritāh. //TS 1392//

(J164a4; K411,1; S502,16; Kunst(T) 175,24 [D27b3; P56a5])
「ye ’pi」[のうち ye]というのは，中観派の人々のことである。彼らもまた「真実には」という
限定付きで，あらゆる存在の無自性性に依拠しているが，全ての場合にそうであるわけではない。
ちょうど知覚されるように，[諸存在には]生起等がある(145) とも承認するからである。「真実に
は」とは論理にもとづいて (nyāyatah. )ということである(146)。「等」という語によって，「勝義
的には」等という [限定句]が把握される。(1392)
そして，以下のことが必ず承認されるべきである。「まさしくあらゆる人々によって，『存在は
何らかの点で存在することを本質とする』と確定される」と。

(J70b2; D51a7; P62b5)
というのも，さもなければ，＜何らかの点で認識されうること＞ [という証因もまた]成立し
ないからである。言語習慣が論証される場合は，[一般に]承認された喩例が存在しうる。
kathañcid upalabhyatvam anyathā na hi sidhyati /
vyavahārasya sādhyatve prasiddham. syān nidarśanam //TS 1393//

(J162a4; K411,8; S502,21; Kunst(T) 176,8 [D27b5; P56a7])
さもなければ，つまりそのように承認されない限り (=＜何らかの点で存在する性質をもつこ
と＞という所証が一般的に承認されない限り)，＜何らかの点で認識されるから＞という証因もま
た成立しない。以前 (＝ TS 1389)に，＜所証がすでに成立していること＞という証因の(147)誤
りが述べられた。しかし今ここでは，[証因が]不成立であることが述べられる。もし言語習慣が
論証される場合，以前に言語習慣が適用されたことがあるような [事柄]は，[一般に]承認された
喩例となりうる。従って，[証因は] まさに三つの条件をもつことになるだろう。そうではなく，
喩例が存在しないとすれば，その言語習慣もまた成立しえないであろう。(1393)

3.2.2. 第二条件を満たさない証因 (1) (TS 1371-1373)に対する批判
(J164a5; K511,12; S503,5; Kunst(T) 176,16 [D27b6; P56b1])
[Śāntaraks.itaは]，第二の推論式 (＝ TS 1371)に対して論駁を述べる。「candra-」云々と。

(J70b2; D51b1; P62b6)
＜ candra (月)と呼称されること＞ [という証因]は，同類群にもまた随伴する。[例えば]，
ある若者，あるいは樟脳や銀等において(148)，[＜ candraと呼称されること＞が随伴する]。

(145)yathādarśanam utpādād̄ınām JS (mthong ba ji lta ba bzhin du skye ba la sogs pa T) : darśanam

utpādād̄ınām Pā : darśana(sa)mutpādād̄ınām K[=Gā]

(146)cf. Kunst[1939: 31]: “... im Einklang mit dem Standpunkt der empirischen Logik.”

(147)hetu- n.e. T

(148)これらの例は，文脈は異なるものの PV 4.122にも見られる。
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candratvenāpadis.t.atvam. sapaks.e ’py anuvartate /
kvacin mān. avake yadvā karpūrarajatādike //TS 1394//

「[ある]若者において」というのは，[ある]人間において [という意味である]。(1394)

(J164a6; K411,16; S503,6; Kunst(T) 176,20 [D27b6; P56b2])
[反論:] もし [́saśin (うさぎをいだくもの) が] 月であることを論証するために三条件をもつ証
因がありうる場合，どうして先生 (＝ Dignāga) は，以下の一節によって，世間の話者にとっ
て(149)，śaśinにおける非月性を主張する者に対して [́saśinの]月性を(150)論証するための [有効
な]推理は存在しない(151)と述べたのか。[その一節とは以下の通りである。]

「また，非共通性故に [有効な]推理が存在しない場合，例えば『śaśinは月ではない。存在し
ているから』という [主張の]ように，言語知によって [一般に]承認され(152) ，[また主張の
内容とは]矛盾する事実によって [主張が]否定される(153) 場合も，それは [正しい]主張では
ない。」(154)

以上 [の反論]を予期して，「candratvasādhane」云々という。

(J70b2; D51b1; P62b7)
[́saśinが]月であること [あるいは月でないこと(155)] を論証する証因において，[＜存在性
＞という証因が]＜一般に承認されていること＞とは異なっているが，[月の]実在性に依拠
している場合，[証因は，同類群にも異類群にも存在しない]非共通なものとなりうるだろう。

PV 4.122: atrāpi loke dr
˚
s.t.atvāt karpūrarajatādis.u /

samayād vartamānasya kāsādhāran. atāpi vā //

Tillemans[2000: 178ff with n.605-610]も参照のこと。

(149)bruvatah. n.e. T

cf. Kunst[1939: 33]: “bei denjenigen, welche [diesen hetu] nennen, ...”

(150)cantratvasādhanāya JK (cf. zla ba nyid du bsgrub pa’i phyir T) : cantrasādhanāya S

(151)cf. PV 4.118ab: athavā bruvato lokasyānumānābhāva ucyate /

(152) śābdaprasiddhena JK/Kunst/PVA (sgra las byung ba’i grags pa T) : śābde prasiddhena S

(153)apohyate JK/Kunst/S : apodyate PVA

(154)Ce’ PSV (北川 [1965: 472])

(K) P125a5f: gang la thun mong ma yin pa’i phyir rjes su dpag pa med pa la yang sgra grags pa’i ’gal ba

sel bar byed pa ste / dper na ri bong can ni zla ba ma yin te yod pa’i phyir ro // zhes bya ba lta bu’o //

(V) D40b7f; P43b1f: gang yang thun mong ma yin pa’i phyir rjes su dpag pa ni yod pa ma yin zhing sgrar

grags pa dang ’gal ba’i don sbyor ba ni ri bong can ni zla ba ma yin te yod pa’i phyir ro zhes bya ba lta bu

ste[bu’o P] /

この部分を含む前後のパッセージは，PVA 545,8-10にも引用される。また，NMukh Taisho 1a (桂 [1984: 113ff])に

も同様の記述が見られる。この部分のテキスト・訳については，Tillemans[2000: 154 with n.530]も参照のこと。

(155)TSP 503,18: acandrasādhana iti kvacit pāt.hah.より。
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candratvasādhane hetāv asādhāran. atā bhavet /
prasiddhivyatireke ca vasturūpasamāśraye //TS 1395//(156)

(J164a7; K411,23; S503,10; Kunst(T) 177,3 [D28a1; P56b4])
「実在性に依拠している場合」というのは，能証が(157)，[月が] 実在として存在するか非存在
であるかということに従っている場合ということであり，この場合に [証因の] 非共通性が述べ
られるのであって，証因が一般に承認されていることを特徴とする場合に [非共通性が述べられ
るの]ではない。そのような [＜一般に承認されていること＞を特徴とする証因]は，[話者の]意
図に従うものであるため，肯定的随伴が存在する(158)。なぜなら，全ての常識的知識 (prat̄ıti)
を否定する(159)，かの誤った見解をもつ人は，＜一般に承認されていること＞を特徴とする証相
によっては「[́saśinが] 月であること(160)」を証明することができないからである。また，実在
の力によって生じ働くような (vastubalapravr

˚
tta(161)) 別の証相も存在しない。もし [存在する

とすればその証相]によって，śaśinにおける月性が証明されるであろうが。＜ [́saśinを]月等と
呼称すること＞ [という証因] は，単なる [話者の] 意図のみに従うものであるため，実在の属性
(avastudharma)ではないからである。従って，そのような人に対して，[Dignāgaによって]喩
例を欠く推理が述べられたのである。[Dharmak̄ırtiによっても]，

「śaśin が月であることを認めない者は，どんな＜常識的知識(162)＞を望むのであろうか。
従って，そのような人にとっては，喩例を欠くその [証因]は非共通となると考えられたので
ある。(163)」

と述べられるように。
(J164a8; K412,2; S503,18; Kunst(T) 177,18 [D28a4; P56b8])

(156)Dignāga の主張の定義 (PS 3.2) の一要素である「＜一般に承認されていること＞によって排斥されない」という

規定に関する議論は，PV 4.109-130においても展開されている。Tillemans[2000: 153-189]も参照のこと。

(157)sādhane n.e. T

(158)つまり，同類例が存在するということ。Kunst[1939: 34]: “Denn dieser letztere ... besitzt wohl homogene

Beispiele (sapaks.a = anvaya).”

(159)sarvaprat̄ıtyapalāp̄ı JKS (cf. grags pa thams cad la bsnyon pa’i T) : sarvaprasiddhyapalāp̄ı Kunst

(160)prasiddhilaks.an. ena liṅgena candratvam. J (grags pa’i mtshan nyid kyi[kyis P] rtags[rtags nyid P] kyis[kyi

P] zla ba nyid du T) : prasiddhilaks.an. enācandratvam. Kunst : prasiddhilaks.an. en. a candratvam. KS

J, Tより liṅgenaを補い，acandratvam. を candratvam. として，Kunst[1939: 35, n.2]の読みを再訂正する。Kunst

氏の訂正根拠は文意からであるが，J, K, S, T いずれの支持も得られない。文脈上も上の読みで特に問題はないと思わ

れる。

(161)vastubalapravr
˚
ttānumānaについては，Tillemans[1999]参照のこと。

(162)prat̄ıtim. JKS/PV (grags T) : prasiddhim. Kunst

(163)Ce PV 4.120: candratām. śaśino ’nicchan kām. prat̄ıtim. sa vāñchati /

iti tam. praty adr
˚
s.t.āntam. tad asādhāran. am. matam //

Tillemans[2000: 174f]も参照のこと。
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ある場合には「[́saśinが]月でないことを論証する [証因]において(164) 」という読み [もあり
うる]。その場合，以下のようなつながりとなる(165)。前主張論者によって(166)，「śaśinは月では
ない」[という主張とそれに対する]「存在するが故に」という証因が述べられる [とする]。[́saśin
が]＜月でないこと＞を論証するそのような証因が前主張論者によって(167)述べられる際，彼 (＝
前主張論者)に対して，[反対にśaśinが]＜月であること＞を論証するために後主張論者にとって
生じ働く [証因]は非共通なものとなる。[そのことについて]先生 (＝ Dignāga)は，「また，非共
通性故に [有効な]推理が存在しない場合(168)」云々ということにより，＜一般に承認されている
こと＞とは異なった，実在の力によって生じ働く証相に依拠した上で，[その証因の＜非共通性＞
が有効な]推理が存在しないことに対する原因であると述べたのである。(1395)

(J164b2; K412,7; S503,23; Kunst(T) 178,4 [D28a7; P57a3])
[Śāntaraks.itaは]第三の証因(169)に対しても，「patat-」云々と述べる。

(J70b3; D51b2; P62b7)
「[この私の知覚が]飛んでいる虫によって引き起こされたこと」[という主張命題]と「[私の
知覚の] 生起が飛んでいる虫との接触によってもたらされたものであること」[という証因]
の間には，ちがいが見られない。
patatk̄ıt.akr

˚
tatvasya na víses.ah. samı̄ks.yate /

patatk̄ıt.akasam. sparśapratilabdhodayasya ca //TS 1396//

「ちがいが見られない」とは，証因と主張命題の [ちがいが見られない]ということである。証
因が主張命題の意味内容の一部である (pratijñārthaikadeśa)ということである。すなわち，こ
の [推論式] において，知覚が＜限定された虫を原因とすること＞が，論証されるべきものとし
て望まれている。そして，その同じことが，他の言葉によって証因として述べられている(170)。
従って，証因と主張命題の間にちがいがない。(1396)

(J164b2; K412,13; S504,10; Kunst(T) 178,13 [D28b1; P57a5])
[反論:] 「『飛んでいる』という限定が付与されなくとも，まさに『生起がもたらされたから』
という一般性が証因として述べられる場合，[証因が]主張命題の意味内容の一部である(171) こと

(164)acandrasādhana KS : acandrasādhanam J : zla ba min pa bsgrubs gtan tshigs la (=*acandrasādhana-

hetau) T

(165)tatraivam abhisambandhah. J (der ’di ltar sbrel bar bya ste / T) : tatraivam iti sambandhah. KS

(166)pūrvapaks.avādinā KS : pūrvapaks.ivādinā J

(167)pūrvapaks.avādinā KS : pūrvapaks.ivādinā J

(168)Ce’ PSV (K) P125a4 (V) D40b7f; P43b1 (北川 [1965: 472]), TSP 503,8f.

(169)TS 1372で挙げられた推論式: 「『この私の知覚は，飛んでいる虫によって引き起こされた』と決定される。『[私の

知覚の]生起は飛んでいる虫との接触によってもたらされたものであるから』」における証因のこと。

(170)hetutvenoktam JS (gtan tshigs nyid du bstan pa T) : hetunoktam K

(171)cf. dam bca’ ba’i phyogs gcig pa T
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にはならない(172)」という考え [もあるかもしれない]。[Śāntaraks.itaは]「patatah.」云々と答
える。

(J70b3; D51b2; P62b8)
証因に対する「飛んでいるこの [虫]」という限定は必ずなされるべきである。さもなければ，
[証因の]逸脱が避けがたいこととなる。
patato ’syeti kāryam. hi dhruvam. hetor víses.an. am /
anyathā vyabhicāritvam. durnivāram. prasajyate //TS 1397//

他の虫によって引き起こされた知覚による [証因の]逸脱は決してあるべきではない。従って，
[必ず](173)限定はなされるべきである。(1397)

(J70b4; D51b3; P63a1)
一方，[飛んでいる虫と知覚の因]果関係がが，[ある]人が [それを]忘却した際に論証される
べきならば，[証因は]三条件をもつことになるだろう。以前に確立された喩例があるから。
kāryatāvyavahāras tu tasya vismaran. e sati /
yadi sādhyas trirūpah. syāt pūrvasiddhanidarśanāt //TS 1398//

(J164b3; K412,20; S504,13; Kunst(T) 178,20 [D28b2; P57a7])
もし [飛んでいる虫と知覚の]因果関係が，[それを]忘却した人に対して論証されるなら，その
ような場合，証因は三条件をもつことになるだろう。その因果 [関係]が [すでに]確立された火と
煙等が喩例として存在するからである。(1398)

(J164b4; K412,22; S504,15; Kunst(T) 179,2 [D28b3; P57a8])
「caks.ū rūpa-」云々 (＝ TS 1373(174))に対して，「caks.us.ah.」云々

(175)と述べる。

(J70b4; D51b3; P63a1)
[論証の]主題である眼の存在性が，まず確定されない。またそのこと (＝存在性)の論証は
正しくない。不成立等の結果となるから。
caks.us.o dharmirūpasya sattā tāvad aníscitā /
tasyāś ca sādhanam. yuktam. nāsiddhyādiprasaṅgatah. //TS 1399//

「そのこと (＝存在性)の論証は正しくない (tasyāś ca sādhanam. yuktam. na)」と区切ら
れる。「不成立等」という [語句のうち]「等」という語によって，逸脱と矛盾 [の誤り]が把握さ
れる。存在性が論証されるべきものであるとき，全ての証因は三つの誤りの生起を(176) 乗り越

(172)cf. Kunst[1939: 37]: “dann liegt die Wiederholung des Inhalts des sādhya im hetu ... nicht vor.”

(173)gdon mi za bar khyad par bya dgos so T.

(174)「色かたちの把握が結果 [として生じる]場合，眼は常に卓越した能力をもつ。それ (＝結果)に対して働いているか

ら，あるいは [眼は]それ (＝色かたち)を [実際に]知覚するから」という推論式を指す。

(175)-ādi om. J

(176)hetus traȳım. dos.ajātim. JS (gtan tshigs ... skyon kyi rigs gsum las T) : hetur dos.atrayam. K
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える (ativartate(177)) ことがない(178)。すなわち，証因が存在物の属性である場合(179) ，不成
立[の誤り]となり，[証因が存在物と非存在のもの]両者の属性である場合，不確定 [の誤り]とな
り，[証因が]非存在のものの属性である場合，矛盾 [の誤り]となる。

[存在するかどうかが]未確立の [基体]において(180)，存在物の属性は存在しない [ため，証
因は不成立の誤りとなる](181)。[存在物・非存在のもの] 両者をよりどころとする [証因] は
逸脱 [の誤り]となる。非存在のものの(182)属性 [としての証因]は矛盾 [の誤り]となる。そ
のような存在性がいかにして論証されるであろうか。(183)

と述べられるように。
もし基体である＜眼＞における＜視覚的認識を生み出す能力＞が論証される場合でも，能力や
存在性等 [の語]は同義語であるから(184)，それ (＝能力)を論証する際には結果的に [眼の]存在
性を論証することとなる。[sattā とśakti が] 異なっているとしても，それ (＝能力) は知覚され
えないことから [実在する基体において]確立されることがないため，証因は＜基体不成立＞ [の
誤り]となるだろう(185)。このようにして，「色かたちを把握するので(186)」という [証因]も，主
題の属性ではないことから不成立であると見なされるべきである。(1399)

(J164b6; K413,6; S505,9; Kunst(T) 179,22 [D28b7; P57b5])
[反論:] 「その場合，あなたがたにとっても，いかにして眼等の感覚器官 [の存在]が確立され
るのか」というので，「kim. tu」云々と答える。

(J70b5; D51b4; P63a2)
一方，ある時には色かたち等が存在するとしても視覚的知識は生じない。それ故，それ (＝
色かたち等)のみが [視覚的知識の]原因であるわけではない(187) と知られる。
kim. tu rūpādibhāve ’pi caks.urjñānam. na jāyate /
kadācit tena tanmātram. na hetur iti gamyate //TS 1400//

(177)下に挙げた PVSVの平行箇所では，atipatati (飛び越える)となっている。ただし ativartateという異読も存在す

る。

(178)Ce’ PVSV 95,19f: sattāyām. hi sādhyāyām. sarvas taddhetur na traȳım. dos.ajātim atipatati.

(179)bhāvadharme Kunst (yod pa’i chos T, PV 1.191a) : bhāve dharme JKS

(180)asiddhe em. (PV, NVinVi, ma grub pa la T) : asiddher JK/Kunst/S

(181)PVSVT. 354,19f: asiddhe pradhānādau dharmin. i na bhāvadharmo ’st̄ıty asiddho hetuh. .

(182)’bhāvasya JS (PV, med pa’i T) : ’bhāvaś ca K/Kunst

(183)Ce PV 1.191: nāsiddhe bhāvadharmo ’sti vyabhicāryubhayāśrayah. /

dharmo viruddho ’bhāvasya sā sattā sādhyate katham // (=NVinVi 2.13,16f, cf. PV 1.187)

(184)T: nus pa dang yod pa la sogs pa rnam grangs yin pa’i phyir に従う。

(185)cf. Kunst[1939: 40]: “... dann, wegen Übersinnlichkeit der Potenz ..., fehlt dem hetu das Bezogensein

auf ein reales Subjekt.”

(186)cf. TS 1373d: tasya(=rūpasya) darśanāt.

(187)cf. Kunst[1939: 40]: “das tanmātrakāran. a ist kein hetu.”
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「ある時には」というのは(188)，眼が閉じられた状態にあるときのことである。実に我々は，直
接的に (āhatya(189))眼等をその限りのものとして論証することは [でき]ない。そうではなくて，
色かたち等のあるものが存在するとき，肯定的あるいは否定的に (anvayavyatirekau(190))[それ
らを] 直接経験する知識が見られるのである。そ [の知識] は [色かたち等とは] 別の原因に [も]
依存しており，それ (＝色かたち等)のみによって生じることはないと論証される。従って，そ
のような知識のみが [論証の] 主題となり [うる]。従って，不成立等の誤りはない。[我々仏教徒
は，視覚的知識の]別の原因であるようなもの，それを＜眼＞と言語表現する。一方，[我々と]用
語法が異なるのは (bhedavyavahāra)，[対論者が自身の]定説に依拠している [からである](191)。
(1400)

(J164b7; K413,14; S505,15; Kunst(T) 180,9 [D29a3; P57b8])
以下のような [反論] があるかもしれない。「述べられたような方法 (n̄ıti, tshul) によって [視
覚的]認識が [論証の]主題となるとしよう。そうであるとしても，証因(192)は [依然として]二条
件(193)のみをもつこととなる」と。[Śāntaraks.itaは]「svahetu-」[云々]と答える。

(J70b5; D51b4; P63a3)
また，その生起が自身の固有の原因によって限定された芽等のものも存在する。その場合，
[それら芽等が]喩例である。このようにしてまた，[証因が]三条件をもつことは極めて明白
である。
svahetuniyatodbhūtir aṅkurādís ca vidyate /
tasmin dr

˚
s.t.ānta evam. ca trailaks.an. yam(194) atisphut.am //TS 1401//

「[その生起が]自身の固有の原因によって限定されている」とは [Bahuvr̄ıhi-複合語で，以下の
ように分解・解釈される]。あるものの生起が[それ]自身の固有の原因と結びつけられている(195)

ようなもの，それがそのように述べられる。その生起が自身の固有の原因 (svakāran. a)に依存し
ており(196) ，偶発的に生じる，そのような芽等が，喩例としてありうる，ということである。ま

(188)iti KS (res ’ga’ zhes bya ba ni T) : ityādi J

(189)文字通りには「一撃の後に」n.e. T

(190)具体的には，色かたち等の対象が存在することを前提として，目が開かれた状態にある等の原因・条件が満たされれ

ば視覚的知識が生じ，眼が閉じた状態にある等の原因・条件が満たされない場合には視覚的知識が生じないということを

意味する。

(191)cf. T: grub pa’i mtha’ la brten na ni tha snyad tha dad do // 「定説に依拠する場合，用語法が異なる。」

(192)つまり，TS 1373における「それ (＝結果)に対して働いているから」あるいは「[眼は]色かたちを [実際に]知覚す

るから」という証因のことである。

(193)TS 1373の場合と同様，「他のあり方では成立しえないこと」「異類群に存在しないこと」との二つの条件を指す。

(194)trailaks.an. yam J/Kunst (mtshan nyid gsum par T) : vailaks.an. yam KS

(195)svahetupratibaddhā JS (rang gi rgyu dang ’brel par T) : hetupratibaddhā K

(196)svakāran. āyatta- KS (cf. rang gi rgyu la[las P] rag las pa’i T) : svakaran. āyatta- J
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た以下のように論式化されうる。「[遍充関係:] ある [原因](X)が現に存在する場合でも(197)，偶
発的に生じるような [結果](＝ Y 群)(198)，それら [結果 Y 群] はその [原因](X) のみによって生
じることはない(199)。[主題所属性:] そして，[それらは] 他の原因に依存する。[喩例:] 例えば，
大地等が存在するとしても，種子が現に存在しているかしていないかによって，芽等は発芽した
りしなかったりする (anvayavyatirekin. o) ように。(200)」 [同様に]，色かたち等が存在するとし
ても，[眼が] 閉じられているかいないかの状態に [応じて]，視覚的認識は偶発的なものである。
従って，[推論式の形式が]否定の場合は，[否定対象を]遍充するもの (vyāpaka)と矛盾するもの
の認識(201)が [適用され]，一方肯定の場合は，本質としての証因(202)が [適用される]。(1401)

3.2.3. 第三条件を満たさない証因 (TS 1374-1375)に対する批判
(J165a2; K413,24; S505,23; Kunst(T) 180,26 [D29a6; P58a5])
「kathañcit」云々 [という推論式 (TS 1374)(203)]に対して，「kathañcid-」[云々]という。

(J70b6; D51b5; P63a3)
また，つぼ等における＜何らかの点で非存在を本質とすること＞を論証する場合も，以前と
同様に証因が無益であることと，[証因が]＜一般的に承認されないこと＞が見られる。
kathañcidasadātmatvasādhane ca ghat.ādis.u /
pūrvavad dhetuvaiphalyam aprasiddhís ca dr

˚
śyate //TS 1402//

この [推論式] においても，所証がすでに成立している [という誤りとなる]。何らかの方法に
よってつぼ等が非存在であることは成立しているからである。もし [つぼ等の非存在が]成立して
いないというならば，＜認識されないから＞というこの証因もまた成立しない。従って，証因は
不成立である，という [ように]，以前と同様に論駁が述べられるべきである。[「以前と同様に」
とは]，＜存在することを本質とすること＞を論証する証因に対して(204)[論駁が]述べられたよう

(197)api om. K

(198)ye om. S

(199)na tanmātrasambhavinah. JK (de tsam gyis ’byung ba ma yin pa T) : na tanmātrāsambhavinah. S

(200)この推論式を主張命題・証因・喩例の順序に変換すると，「他の原因に依存するものは，ある [一つの] 原因のみに

よってはありえない。その原因が現に存在する場合でも偶発的に生じるから。例えば，芽等の発芽のように」となる。

(201)Kunst[1939: 43, n.1] においても指摘されている通り，ここで想定されている推理は具体的には，nātra

caks.urjñānam. nimı̄litāvasthāyāh. .「ここには視覚的認識がない。[眼が]閉じられた状態であるから」である。

(202)Kunst[1939: 43, n.2] も指摘するように，ここで想定されている本質としての証因による推理とは，「視覚的認識

は，他の原因に依存する。偶発的なものであるから。例えば芽等のように」である。これは TS 1373でジャイナ教徒が

第二条件を満たさない証因として提出した「眼は常に優勢な能力をもつ。いろ・かたちを認識するから」という推理を再

構成したものである。

(203)TS 1374 の推論式：「アートマンやつぼ等は，何らかの点で非存在を本質とする。何らかの点で認識されえないか

ら。ロバと結びつく角のように」のこと。

(204)sadātmatvasādhane JK (yod pa’i bdag nyid du bsgrub pa’i T) : sadātmasādhane S
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に [ということである](205)。(1402)

(J165a2; K414,3; S506,13; Kunst(T) 181,8 [D29b1; P58a8])
「[TS 1374の推論式(206)においては]異類群が存在しないので，非類似性にもとづく喩例は存
在しない」と述べられた(207)が，これに対して「asti ca」云々と答える。

(J71a1; D51b5; P63a4)
ここでもまた，非類似性にもとづく喩例が存在するのは明白である。というのも，その場合，
それら [つぼ等]の本質が，異類群となるからである。
asti cātrāpi vispas.t.am. vaidharmyen. a nidarśanam /
tad eva tes.ām. svam. rūpam. prayāti hi vipaks.atām //TS 1403//

ある性質としてつぼ等は認識されるが，そのような性質としてそれら [つぼ等]は＜存在するこ
とを性質とする＞とまさしく認められる。そのような場合，まさにそれら [つぼ等]の本質が，非
類似性にもとづく喩例となりうるだろう。そのような本質において，＜認識されないから＞とい
う証因は存在しないからである。(1403)

(J71a1; D51b6; P63a5)
諸々の本質を欠くもの (＝存在しないもの)における＜何らかの点で存在することを本質と
すること＞を論証する場合でも，[すでに]認められていることの証明，[証因の]不成立 [が
誤りとして付随する]。また [TS 1403と]全く同様に，非類似性 [にもとづく喩例]が得ら
れる。
kathañcanasadātmatvasādhane ’pi nirātmasu /
is.t.asiddhir asiddhís ca vaidharmyāptis(208) tathaiva ca //TS 1404//

(J165a3; K414,10; S506,16; Kunst(T) 181,14 [D29b2; P58b1])
このようにして，「kathañcana」[云々](=TS 1375(209))という推論式においても，[すでに]
認められたことの証明等 [の誤り]が [付随するのは TS 1402の場合と]同じである。「諸々の本質
を欠くものにおいて」というのは，諸々の存在しないものにおいてということである。「非類似性

(205)具体的には，TSP 501,18-502,24 ad TS 1389-1393を指す。

(206)TS 1374: あるいは，「アートマンやつぼ等は，何らかの点で非存在を本質とする。何らかの点で認識されえないか

ら。ロバと結びつく角のように。」

(207)cf. TSP 498,15-19 ad TS 1374-75: atra vaidharmyadr
˚
s.t.ānto na vidyate. ghat.ādih. sarvo bhāvātmano

rāśih. kathañcid asadātmakatvena pratijñātah. , abhāvaś ca sādharmyadr
˚
s.t.āntatvenopanyastah. . na ca

bhāvābhāvavyatiriktam. tr
˚
t̄ıyam asti, yatra sādhyavyavacchedapūrvakah. sādhanavyavacchedo nirdísyeta.

kharavis.ān. ādayo vā khathañcit sadātmakāh. , kathañcid upalabhyamānatvāt, ātmaghat.ādivat. atrāpi

pūrvakayaiva yuktyā vaidharmyadr
˚
s.t.āntābhāvo yojan̄ıyah. .

(208)vaidharmya- JS : vaidharma- K

(209)TS 1375:「うさぎの角等もまた，何らかの点で存在することを本質とする。何らかの点で認識されうるから。アー

トマンやつぼ等のように。」
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[にもとづく喩例]が得られる」というのは，所証の欠如を特徴とする非類似性が，能証の非存在
によって遍充される (āpti=vyāpti)ということである。「全く同様に」とは，[うさぎの角等の]本
質が非類似性 [にもとづく喩例]としてありうることによって，ということである。(210)　 (1404)

3.2.4. 第二条件を満たさない証因 (2) (TS 1376)に対する批判
(J165a4; K414,13; S506,19; Kunst(T) 181,21 [D29b3; P58b3])
「tvad̄ıyah.」云々

(211)に対して，「pitr
˚
śabda-」云々という。

(J71a2; D51b6; P63a6)
父の声を聞くことによって，[この]家が父と結びついていることがまた理解される。その場
合，証因が三つの条件をもつことは明白である。
pitr

˚
śabdaśruter yāpi veśmanah. pratipādyate /

pitr
˚
sambandhitā tatra vyakto hetus trilaks.an. ah. //TS 1405//

(J71a2; D51b7; P63a6)
というのも，[別の]ある場所において，父と結びついた声は以前に知覚されている。以前に
それ (＝父と結びついた声)が経験されていないならば，証因の不成立は避けがたい。
kvacid dhi pitr

˚
sambaddhah.

(212) svarah. prāg upalaks.itah. /
tasyānanubhave pūrvam. durdharā hetvasiddhatā //TS 1406//

「それが」というのは，父と結びついた [声]のことである。[その父と結びついた声が]，別のあ
る場所で[以前に]経験されていないならば，証因は不成立となるだろう。 (1405-1406)

(J165a4; K414,20; S506,21; Kunst(T) 181,26 [D29b4; P58b4])
「yasmin」云々ということによって，[証因が]まさにそのように三条件をもつことを示す。

(J71a3; D51b7; P63a7)
ある場所において，以前にそれ (＝父の声)が認識されたり認識されなかったりした場合，肯
定的随伴あるいは否定的随伴は明白に見られる。
yasmin prāg upalabdhaś ca nopalabdhaś ca yatra sah. /
anvayo vyatireko vā vispas.t.am. tatra dr

˚
śyate //TS 1407//

3.2.5. 主題所属性を満たさない証因 (TS 1377)に対する批判

(J71a3; D52a1; P63a8)
一方，言葉は [心の中で考えられた]対象を知らせる [ことはある]が，決して外界 [の対象]

(210)Tは「全く同様に」(tathaiva)以下を直前の文章 (vaidharmyāptir iti ... vyāptih. .)の前におく。

(211)TS 1376における推論式: 「『あなたの父はこの家にいる』と理解される。あなたの父の声がこの家から聞こえるか

ら」を指す。

(212)kvacid dhi pitr
˚
sambaddhah. Kunst (cf. la lar pha dang ’brel pa’i T, tasyeti pitr

˚
sambaddhasya TSP

506,19f) : kvacid dhi pratisambaddhah. J : kvacid vipratisambaddhah. KS
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を [知らしめることは]ない。[言葉は，あなた方ジャイナ教徒の主張する]＜他のあり方では
ありえないこと＞を欠いているからである。そうではなく，それ (＝言葉)は，[話者の]意
図を知らせる。
śabdas tu jñāpayaty artham. naiva bāhyam. kathañcana /
anyathāsambhavābhāvād vivaks.āgamakas(213) tv asau //TS 1408//
(J71a4; D52a1; P63a8)
また，その [話者の意図]が証明される場合，[言葉という証因が]三条件をもつことは極めて
明白である。というのも，[話者に]意図が現に存在しなければ，言葉は使用されないからで
ある。
tasyām. ca pratipādyāyām. trailaks.an. yam(214) atisphut.am /
vivaks.āsammukh̄ıbhāve na hi śabdah. prayujyate //TS 1409//

(J165a4; K415,9; S506,21; Kunst(T) 181,27 [D29b4; P58b5])
外界対象に関係することによっては，言葉が＜ [その外界対象が成立する以外の] 他のあり方
では成立しえないこと＞は確立されない。従って，それ (＝外界対象) に対して [言葉は正しい]
証相とはならない。それ (＝言葉) は，単なる [話者の] 意図によって生じ働くものだからであ
る(215)。(216) あるいはもし [言葉が]認識の中に存在する (parivartina)(217)対象に関係して [証相
である]という場合は，[証相が]三条件をもつことはありうる。たとえば煙 [という証相から火と
いう所証を推理する場合] のように。なぜなら，(1) [話者の] 意図が現に存在しなければ，言葉
は使用されないことから，また (2) [言葉は]その [意図の]結果であることから(218)，例えば火に
とっての(219)煙のように＜知らせるもの＞であると認められるからである。しかしながら，[言
葉は]＜ [外界対象を]表示するもの＞としては(220)[認められ]ない。 (1408-1409)

(J71a4; D52a2; P63b1)

(213)vivaks.āgamakas J/Kunst/S (cf. brjod par ’dod pa T) : vilaks.āgamakas K

(214)trailaks.an. yam J/Kunst (mtshan nyid gsum par T) : vailaks.an. yam KS

(215)icchāmātravr
˚
ttitvāt JK/Kunst (cf. ’dod pa tsam gyis ’jug pa’i phyir ro T) : icchāmātrāvr

˚
ttitvāt S

cf. Kunst[1939: 47]: “... in der Tat erschöpft sich die Funktion des Wortes in der Bedeutungsintention, ...”

(216)この問題についてはすでに Dharmak̄ırtiが論じている。

PV 1.213: nāntar̄ıyakatābhāvāc chabdānām. vastubhih. saha /

nārthasiddhis tatas te hi vaktrabhiprāyasūcakāh. //

PV 4.116ab: sam. ketasam. śrayāh. śabdāh. sa cecchāmātrasam. śrayah. /

(217)-parivarttinam K/Kunst (cf. gnas pa’i T) : -viparivarttinam S : -vipar̄ıtavarttinam (sic) J

(218)cf. Kunst[1939: 48]: “weil das Wort eben die Folge dieser Einstellung ist.”

(219)jātavedaso JS : jātavedase K : du ba dang me bzhin du T

(220)vācaka という語については，Kunst[1939: 48, n. 2] に解説があるが，以下にその概要を示しておく。ジャイナ

教徒は，外界対象と言葉の間に＜ vācyaと vācakaという関係＞ (＝ sādhya-sādhanaの関係)が成立すると主張する。

それに対して仏教徒は，話者の意図と言葉の間になら因果関係が成立するので，言葉は話者の意図に対する＜結果として

の証因＞とは認めるが，外界対象と言葉の間の vācyaと vācakaという関係は認められない，と主張する。

2009 copyright Association for the Study of Indian Philosophy



TSP「推理の考察 (Anumānapar̄ıks.ā)」和訳と訳注 (1) 157

一方，ランプは，[ランプの光に照らされて知られる]青色等の証相となるという理由で，＜
知らせるもの＞となることは決してない。[青色等の]知識を生じさせる能力をもつものを生
み出すから，またそのように (＝＜知らせるもの＞であると)述べられる。
d̄ıpas tu jñāpako naiva n̄ılāder liṅgabhāvatah. /
jñānotpādanayogyasya jananāt tu tathocyate //TS 1410//
(J71a5; D52a2; P63b2)
また，[何かを]知らせるものが証相となる場合，主題 [所]属性等が検討される [が，ランプ
の場合その必要はない]。さもなければ (＝ランプに関して主題所属性を検討すべきなら)，
どうして眼等に関してそれ (＝主題所属性等)が問われないのであろうか。
jñāpake liṅgarūpe ca paks.adharmādi cintyate /
anyathā caks.urād̄ınām. kasmād etan na codyate //TS 1411//

(J164a5; K415,12; S507,13; Kunst(T) 182,9 [D29b6; P58b7])
一方，ランプは，[所証を立証する] 証相という観点からは(221)煙のように＜知らせるもの＞
であると認められない。それではどうなのかといえば，[視覚的(222)]認識を生じさせる能力をも
つつぼ等 [の対象]を生み出すという点で，[ランプは]知らせるものとして一般的に認められてい
る (rūd. ha)(223) が，証相として [認められているわけでは]ない。従って，証相ではないその [ラ
ンプ] の(224) 主題所属性等を検討することは決して妥当でない。さもなければ(＝もしランプに
関して主題所属性を検討することが妥当であるなら)，[同様に認識を生み出す能力をもつ]眼等に
関しても，主題所属性等が(225)問われなければならないであろう。 (1410-1411)

3.3. 結論

(J165b1; K415,15; S507,17; Kunst(T) 182,16 [D29b7; P58b8])
「anyathā-」云々というのは，[ここまでに]議論された意味内容の総括である。

(J71b1; D52a3; P63b2)
＜他のあり方では成立しえないこと＞ [という一条件]によるとしても，[例えば]＜眼で見ら
れること＞ [という証因]は，主題 [所]属性なしに [無常性を]論証することはない。それ故，
ただ一つの条件をもつ諸々 [の証因]は [所証の論証に対して]無能である。
anyathānupapattyāpi cāks.us.atvam. na sādhakam /
paks.adharmaviyogena kl̄ıbās tenaikalaks.an. āh. //TS 1412//(226)

(J71b1; D52a3; P63b3)

(221)cf. Kunst[1939: 49]: “... im Sinne eines hetu, ...”

(222)cf. mig gi rnam par śes par T

(223)cf. Kunst[1939: 49]: “... in einem uneigentlichen Sinne ...”

(224)tasyāliṅgabhūtasya J/Kunst (rtags su ma gyur pa de’i T) : tasya liṅgabhūtasya KS

(225)paks.adharmatvādi n.e. T

(226)この偈には，Pātrasvāmin の前主張の一部である TS 1363 の中で使われているのと同じ語 “kl̄ıba”を用いること

によって，反対に Pātrasvāminを批判するという皮肉がこめられている。確認のために以下に TS 1363を示す。
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[Pātrasvāmin によって] 一条件をもつものとして述べられた諸々 [の証因] は，二条件を
もつことが暗に意味される。また，二条件をもつ [証因]として述べられたものは三条件をも
つことが [暗に意味される]。[以上は]主題 [所]属性にもとづいて [のことである]。
ekarūpatayoktānām. dvairūpyam. copalaks.itam /
dvirūpatvena coktānām. trairūpyam. paks.adharmatah. //TS 1413//
(J71b2; D52a4; P63b4)
[Pātrasvāmin:]「また，[主題所属性は]＜他のあり方では成立しえないこと＞ [という一条
件]のみによって含意されるので [問題はない]」というならば，[答論:] それは [正しく] な
い。さもなければ (＝主題所属性が＜他のあり方では成立しえないこと＞によって含意され
るとすれば)[例えば論証の主題である]音声等において＜眼で見られること＞が認められる
ことになる。しかしながらそうであるとしても，[実際には]それ (＝＜眼で見られること＞)
は [音声において]存在しない。
anyathānupapattyaiva cāks.epād iti cen na tat /
śabdādāv anyathāp̄ıs.t.e cāks.us.atve na cāsty asau(227) //TS 1414//

(1) ＜眼で見られること＞は，無常性と不可離関係にあるとしても，[論証の主題である]＜音
声＞において，その無常性を論証することはないから，また，(2) あらゆる場合に必ず主題所属
性に依拠すべきであるから，というこれら [二つの]理由から，主題所属性に依拠することによっ
て，[Pātrasvāmin によって] 一条件をもつものとして述べられた諸々 [の証因] は必然的に二
条件をもつ。また二条件をもつものとして述べられた諸々 [の証因]は[必然的に]三条件をもつ。
[以上は]まさしくその主題 [所]属性にもとづいて [のことである]。 従って，一条件をもつ諸々の
証因は，まさに [論証に対して]無能である。(1412-1413)

(J165b2; K415,18; S507,20; Kunst(T) 182,25 [D30a3; P59a3])
また以下のように述べられるべきではない(228) 。「＜他のあり方では成立しないこと＞ [と
いう一条件] のみによって主題 [所] 属性等が含意される。これ故，個別に，独立するものとし
ては，それら (＝主題所属性等の三条件) は [証因の] 条件ではない」と。なぜなら，「主題所属
性がないとしても，[証因には]＜他のあり方では成立しえないこと＞が存在する」というのは，
[Pātrasvāmin]自ら，

「言葉・ランプ等の事物においては(229) ，たとえ [それらに]主題所属性が欠けていても，＜
他のあり方では成立しえないこと＞のみによって，[それらが]また＜知らせるもの＞である

anyathānupapannatve nanu dr
˚
s.t.ā suhetutā /

nāsti tryam. śakasyāpi tasmāt kl̄ıbās trilaks.an. āh. //1363//

「[反論:] [ある証因に] ＜他のあり方では成立しえないこと＞という条件が存在する] 場合，[その証因は] 正しい証因であ

ると見なされる。[ある証因に，＜他のあり方では成立しえないこと＞という条件が]存在しない場合，[その証因が]三つ

の要素をもつとしても [それは正しい証因では]ない。それ故，三つの条件をもつ諸々 [の証因]は [論証に対して]無能で

ある。」

(227)cāks.us.atve na cāsty asau JS : cāks.us.atve ’tha nāsty asau K/Kunst : mig gis gzung bya ’di ñid ’dod T

(228)na n.e. T

(229) śabdad̄ıpādivastus.u JS (sgra dang mar me sogs dngos la T) : śabdādivastus.u K
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ことが見られる。」(＝ TS 1377)

と述べたことであるからである。また，＜眼で見られること＞が無常性 [が成立する以外の]＜他
のあり方では成立しえない＞としても(230)，「それは」つまり [＜音声＞という]主題の属性 [とし
ての＜眼で見られること＞という証因(231)]は存在しない。従って，[Pātrasvāminによる「＜他
のあり方では成立しえないこと＞という一条件のみによって主題所属性等が含意される」という
反論は]決して確定されない(232)。 (1414)

3.4. 「彼は浅黒い。かの人の息子であるから」という推論式に対する批判

(J165b3; K415,24; S508,11; Kunst(T) 183,10 [D30a5; P59a6])
[Pātrasvāmin によって]「『彼は浅黒い。かの人の息子であるから』という [推論式における]
この [証因]は，三つの条件をもつ(233)としても [所証の]確定のために働くことはない」(234)と述
べられたが，このことに対して [Śāntaraks.itaは]「tatputra-」云々と答える。

(J71b2; D52a4; P63b4)
＜かの人の息子であること＞等の諸々の証因は，否定的随伴関係が疑わしいので，三条件を
もつことはない。異種類のものとの相反がないからである。
tatputratvādihetūnām. sam. digdhavyatirekatah. /
na trailaks.an. yasadbhāvo vijāt̄ıyāvirodhatah. //TS 1415//

「かの人の息子ではあるが，浅黒くはないかもしれない」というような場合，[証因と異類
群との間に] どんな相反もない。従って，異類群からの排除が疑わしい(sam. digdhavipaks.a-
vyāvr

˚
ttikatva)ため，この [証因] が三条件をもつことはない。従って，[三条件を満たすが一条

件を満たさない]実例 [として挙げられたこの証因]は確立されない(235)。 (1415)

(J165b3; K416,3; S508,15; Kunst(T) 183,19 [D30a6; P59a8])
以下のような [反論が]あるかもしれない。「確かに [証因と異類群の]相反はない(236)。[しかし
ながら]，もし [＜かの人の息子であること＞という] 原因にちがいがない場合に [その息子が浅

(230)-anyathānupapanne ’py asau K (gzhan du mi ’thad pa nyid yin na yang ’di la T) : -anyathānupapanno

’sau JS

(231)Kunst[1939: 51]の補い: “[nämlich die Stimme als paks.adharma]”は誤り。

(232)＜ anekānta eva ＞というこの一節は，ここまでの一連の議論の結論部分に相当すると考えられるためこのように

解釈した。 cf. Kunst[1939: 51]: der hetu ist also vieldeutig (anekānta).

(233)trilaks.an. o JS : trilaks.an. e K

(234)cf. TS 1369: sa śyāmas tasya putratvād dr
˚
s.t.āh. śyāmā yathetare /

iti trilaks.an. o hetur na níscityai pravartate //

Tはここで TS 1369全体を引用している。

(235)cf. Kunst[1939: 52]: “Das Beispiel ist kein gültiger Syllogismus!” に従った。「[非類似性にもとづく]喩例が

確立されない」という解釈も可能である。

(236)asty evāvirodhah. Kunst (’gal pa yod pa ma yin te T) : asty eva virodhah. JKS
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黒かったり浅黒くなかったりなど]結果が異なるとすれば，[その結果は]原因をもたないものと
なってしまうだろう(237)」というので，「karma-」云々と答える。

(J71b3; D52a5; P63b5)
業や食べ物等の諸々の原因は，あらゆる場合で異なるので，実に，＜かの人の息子である＞
としても，彼 (＝息子)[の肌の色]は [浅黒い色とは]別の状態となる可能性がある。
karmāhārādihetūnām. sarvathāpi víses.atah. /
sambhāvyate ’nyathābhāvas tatputratve ’pi tasya hi //TS 1416//
(J71b4; D52a5; P63b6)
これ (＝＜かの人の息子であるから＞という証因)は，(1) 本質，(2) 結果，あるいは (3)見
られうるものの非知覚 [という三種の証因のいずれ]でもない(238)。また，それら [三つ]と
は異なる [証因]が，[所証から]逸脱しないということはない。
nāyam. svabhāvah. kāryam. vā dr

˚
śyasyādr

˚
s.t.ir eva vā /

na ca tadvyatiriktasya bhavaty avyabhicāritā //TS 1417//(239)

善等の特定の業から，また熱い・冷たい等の(240)[母親の]食べ物の状態のちがいから，[浅黒い
色ではなく]白色等，別の状態となる可能性がある。従って，いかにして [証因と異類群の]相反
があろうか (iti kuto virodhah. )。[かの人の息子の肌の色の]原因のちがいが確立されていないか
らである(241)。(1416)
さらにまた，＜かの人の息子であるから＞というこの [証因]は，(1) 例えば＜作られたもので
あること＞のように，本質としての証因ではない。というのも，そのような＜作られたもの＞
には(242)，無常性を除く他の性質 (anyattattva)は存在しないからである。しかしながら，同様
に，＜かの人の息子であること＞ [という証因] に [浅黒いこととは] 別の本質が存在しないとは
いえない(243)。なぜなら，ある五取蘊 (pañcopādāna-(244)skandha) を本質とする結果 (＝人間
の子供)を(245)，ある人 (＝その子供の親)との関係において (kañcid apeks.ya)「かの人の息子で

(237)cf. Kunst[1939: 52]: “[Mit anderen Worten: wenn tatputratva einmal die Ursache des śyāmatva und

einmal des aśyāmatva wäre, könnte von keiner Kausalität die Rede sein].”

(238)同様の批判は PST. D82a6; P92b6にも見られる。

(239)Ce’e PV 1.336: nāyam. svabhāvah. kāryam. vā vastūnām. vaktari dhvanih. /

na ca tadvyatiriktasya vidyate ’vyabhicāritā //

「それ (＝言葉)は諸々の事物の本質でも結果でもない。言葉は話者において [存在するから]。また，それら (＝本質・結

果)とは異なるものに非逸脱性は存在しない。」

(240)us.n. aś̄ıtādy- JK (cf. grang ba dang dro ba’i zas la sogs pa’i T) : us.n. ı̄́satādy- (sic) S

(241)-bhedasyāsiddhatvāt JS (cf. tha dad par ma grub pa’i phyir T) : -bhedasya siddhatvāt K

(242)na hi tasya kr
˚
takasya J (byas pa de ni ... ma yin te T) : na hi kr

˚
takatvasya KS

(243)na tu J/Kunst (cf. med pa ma yin te T) : nanu KS

(244)pañcopādāna- JK : pañcopadāna- S

(245)-ātmakasya kāryasya J (cf ’bras bu nye bar len pa’i phung po lnga bo T) : -ātmakasya KS : -ātmakam.

Kunst
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ある」と呼称しているのであって，＜浅黒いこと＞について [＜かの人の息子である＞と表現し
ているわけ] ではないからである。また，(2) 結果としての証因でもない。因果関係が確立され
ないからである。また，(3) 非認識でもない。[所証が]肯定の対象であるから。また，[証因と異
類群との]相反が存在しないことから，浅黒い [色]とは別の色の非存在は(246)確立されない。ま
た，これら [三種の証因]とは異なる証相は，存在しない。[三種の証因以外の]他の場合には [本
質的]結合関係が存在しないからである。また，結合関係なしに，[証因が]知らせるものとなるこ
とはない。過大適用となるから。それ故，この [＜かの人の息子であること＞]は，[正しい]証因
ではないし，三条件をもつこともない。従って，どうして逸脱がないことがあろうか(247)。(iti
kuto ’vyabhicārah. (248))。見られるうるものの非知覚とは，認識の条件を備えているものの非認
識(249)のことである。 (1417)

(246)sngo bsangs las gzhan pa’i kha dog med pa ... T より。cf. Kunst[1939: 54]: “... das gegenseitige

Sichausschließen der schwarzen und der übrigen Farben ...”

(247)cf. Kunst[1939: 54]: “Wie kann er also beweiskräftig sein?”

(248)kuto ’vyabhicārah. K : kuto vyabhicārah. JS (ga las ’khrul pa yin T)

S, Tの支持は得られないが，この部分は，TS 1417cd: na ca ... bhavaty avyabhicāritāの言い換えに相当するため，

Kの avyabhicārah.をとる。

(249)cf. NB 2.12: tatrānupalabdhir, yathā na pradeśavíses.e kvacid ghat.ah. , upalabdhilaks.an. a-

prāptasyānupalabdher iti.
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Hetubindut.ı̄kā of Bhat.t.a Arcat.a with Sub-Commentary Entitled Āloka
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Akalaṅka Granthatrayam (Svopajñavivr
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Svārthānumānam, Teil I, Tibetischer Text und Sanskrittexte, Wien

1973.

PVSV Pramān. avārttikasvavr
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Tattvasaṅgraha of Ācārya Shāntaraks. ita with the Commentary ‘Pañjikā’
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of the Tattvasam. graha vv. 1212–1263 by Śāntaraks.ita and
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